


Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

１　訪問介護費　

注 注 注 注 注 注
身体介護の（１）
～（３）に引き続
き生活援助を
行った場合

３級訪問介護
員により行われ
る場合

２人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合

特定事業所加
算

特別地域訪問
介護加算

　：　特別地域訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

２　訪問入浴介護費

注 注 注
介護職員３人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部
分浴を実施した
場合

特別地域訪問入
浴介護加算

　：　特別地域訪問入浴介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

･･･平成18年４月改正箇所
　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定につい
て」Ｐ13、14を参照。）

ハ　通院等乗降介助　 （１回につき　 １００単位）

＋１５／１００

夜間又は早朝の場
合

　　　＋２５／１００

深夜の場合
　　　＋５０／１００

×２００／１００

×７０／１００

特定事業所加算
（Ⅰ）

＋２０／１００

特定事業所加算
（Ⅱ）

＋１０／１００

特定事業所加算
（Ⅲ）

＋１０／１００

（２）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　 　　（４０２単位）

（３）　１時間以上
  　（５８４単位に３０分を増すごとに
　　  　　　　　 　　　　　＋８３単位）

＋１５／１００　訪問入浴介護費　（１回につき　１，２５０単位） ×９５／１００ ×７０／１００

基本部分

基本部分

３０分を増すごとに
＋８３単位

（２４９単位を限度）

（１）　３０分未満
　　　　　　　 　　　　　　（２３１単位）

イ
身体介護

（１）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　    　　　 （２０８単位）

（２）　１時間以上
       　　　　　　　　　  （２９１単位）

ロ
生活援助

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００
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３　訪問看護費

注 注 注 注 注

准看護師の場
合

指定訪問看護
ステーションの
理学療法士､
作業療法士及
び言語聴覚士
の場合

夜間又は早朝
の場合、若しく
は深夜の場合

特別地域訪問
看護加算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケア
加算

　

　：　特別地域訪問看護加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものと

４　訪問リハビリテーション費

注 注
リハビリテーショ
ンマネジメント
加算

短期集中リハビ
リテーション実
施加算

５　居宅療養管理指導費

 

※　ロ（1）（二）又は（2）（二）について、がん末期の患者については、週2回かつ月8回算定できる。

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　２０分未満
       （夜間、深夜、早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５単位）

イ　指定訪
問看護ス
テーション
の場合

ニ　歯科衛生士等が行う場合（月４回を限度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 （３５０単位）

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２５単位）

基本部分

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　（１，１９８単位）

（１）　２０分未満
       （夜間・深夜・早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３０単位）

ロ　病院又
は診療所
の場合

病院又は診療
所

の場合

ロ　薬剤師
が行う場合

ハ　管理栄養士が行う場合（月２回を限度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３０単位）

＋２０単位

注
特別な薬剤の投薬が行われてい
る利用者に対して、当該薬剤の
使用に関する必要な薬学的管理
指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

夜間又は早朝
の場合

　＋２５／１００

深夜の場合
　＋５０／１００

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月以内

＋３３０単位

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月超３月以

内
＋２００単位

注
情報提供が行われない場合
　　　　　　　　　　　-１００単位

４２５単位を
算定

　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ16
～18を参照。）

１月につき
＋２５０単位

死亡月につき
＋１，２００単

位
（ターミナルケ
ア後24時間以
内に在宅以外
で死亡した場
合も含む）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５単位）

 １月につき
＋２９０単位

１月につき
＋５４０単位

イ　医師又
は歯科医師
が行う場合
（月２回を限
度）

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
　　　　　　　　（在総診を算定する場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０単位）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
                  （（２）以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５００単位）

介護老人
保健施設の場

合

訪問リハビ
リテーショ

ン費
（１日につき　５００単位）

･･･平成18年４月改正箇所

（２）　薬局の薬剤
師の場合
　（月４回を限度）

（一）　月１回目の場合
　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　月２回目以降の場合
　　　　　　　　　（３００単位）

（１）　病院又は診
療所の薬剤師が
行う場合
  （月２回を限度）

（一）　月１、２回目の場合
　　　　　　　　　（５５０単位）

（二）　月３回目以降の場合
　　　　　　　　　（３００単位）

＋１５／１００

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所
　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ
14、15を参照。）

　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ
15、16を参照。）

注

×９０／１００

８３０単位を
算定
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６　通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満た
ない場合

経過的要介護 （ ３９６ 単位）

要介護１ （ ４３７ 単位）

要介護２ （ ５０４ 単位）

要介護３ （ ５７０ 単位）

要介護４ （ ６３６ 単位）

要介護５ （ ７０２ 単位）

経過的要介護 （ ５２９ 単位）

要介護１ （ ５８８ 単位）

要介護２ （ ６８３ 単位）

要介護３ （ ７７８ 単位）

要介護４ （ ８７２ 単位）

要介護５ （ ９６７ 単位）

経過的要介護 （ ７０７ 単位）

要介護１ （ ７９０ 単位）

要介護２ （ ９２２ 単位）

要介護３ （１，０５５ 単位）

要介護４ （１，１８７ 単位）

要介護５ （１，３２０ 単位）

経過的要介護 （ ３４６ 単位）

要介護１ （ ３８１ 単位）

要介護２ （ ４３７ 単位）

要介護３ （ ４９３ 単位）

要介護４ （ ５４９ 単位）

要介護５ （ ６０５ 単位）

経過的要介護 （ ４５８ 単位）

要介護１ （ ５０８ 単位）

要介護２ （ ５８８ 単位）

要介護３ （ ６６８ 単位）

要介護４ （ ７４８ 単位）

要介護５ （ ８２８ 単位）

経過的要介護 （ ６０８ 単位）

要介護１ （ ６７７ 単位）

要介護２ （ ７８９ 単位）

要介護３ （ ９０１ 単位）

要介護４ （１，０１３ 単位）

要介護５ （１，１２５ 単位）

　　（詳細については、別紙1「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ18～21を参照。）

ハ
　
療
養
通
所
介
護
費

６時間以上８時間
未満の通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行う
場合

８時間以上９時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

９時間以上10時
間未満の場合
　 ＋１００単位

大規模事業
所（前年度の
１月当たりの
平均利用延
人数900人
超）の場合

×９０／１００

８時間以上９時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

９時間以上10時
間未満の場合
　  ＋１００単位

（２）　６時間以上８時間未満

　　　　　　　　　　　　（　１，５００単位）

（１）
３時間以上
４時間未満

ロ
　
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費

（３）
６時間以上
８時間未満

口腔機能向上
加算

１日につき
＋６０単位

１回につき
＋１００単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１００単位
（月２回を

限度）

若年性認知
症ケア加算

栄養マネジメン
ト加算

個別機能訓
練加算

基本部分

イ
　
小
規
模
型
通
所
介
護
費

･･･平成18年４月改正箇所

１日につき
＋５０単位

（１）　３時間以上６時間未満

　　　　　　　　　　　　（　１，０００単位）

×７０/１００

（３）
６時間以上
８時間未満

×７０/１００×７０/１００

（１）
３時間以上
４時間未満

（２）
４時間以上
６時間未満

（２）
４時間以上
６時間未満

１日につき
＋２７単位

入浴介助を
行った場合

注
２時間以上３
時間未満の
通所介護を
行う場合

×７０/１００
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７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

医師、理学療
法士・作業療
法士・言語聴
覚士、看護・
介護職員の員
数が基準に満
たない場合

経過的要介護 （ ３３８ 単位）

要介護１ （ ３８６ 単位）

要介護２ （ ４６３ 単位）

要介護３ （ ５４０ 単位）

要介護４ （ ６１７ 単位）

要介護５ （ ６９４ 単位）

経過的要介護 （ ４４７ 単位）

要介護１ （ ５１５ 単位）

要介護２ （ ６２５ 単位）

要介護３ （ ７３５ 単位）

要介護４ （ ８４５ 単位）

要介護５ （ ９５５ 単位）

経過的要介護 （ ５９１ 単位）

要介護１ （ ６８８ 単位）

要介護２ （ ８４２ 単位）

要介護３ （ ９９５ 単位）

要介護４ （ １，１４９ 単位）

要介護５ （ １，３０３ 単位）

経過的要介護 （ ３３８ 単位）

要介護１ （ ３８６ 単位）

要介護２ （ ４６３ 単位）

要介護３ （ ５４０ 単位）

要介護４ （ ６１７ 単位）

要介護５ （ ６９４ 単位）

経過的要介護 （ ４４７ 単位）

要介護１ （ ５１５ 単位）

要介護２ （ ６２５ 単位）

要介護３ （ ７３５ 単位）

要介護４ （ ８４５ 単位）

要介護５ （ ９５５ 単位）

経過的要介護 （ ５９１ 単位）

要介護１ （ ６８８ 単位）

要介護２ （ ８４２ 単位）

要介護３ （ ９９５ 単位）

要介護４ （ １，１４９ 単位）

要介護５ （ １，３０３ 単位）

経過的要介護 （ ３３８ 単位）

要介護１ （ ３８６ 単位）

要介護２ （ ４６３ 単位）

要介護３ （ ５４０ 単位）

要介護４ （ ６１７ 単位）

要介護５ （ ６９４ 単位）

経過的要介護 （ ４４７ 単位）

要介護１ （ ５１５ 単位）

要介護２ （ ６２５ 単位）

要介護３ （ ７３５ 単位）

要介護４ （ ８４５ 単位）

要介護５ （ ９５５ 単位）

経過的要介護 （ ５９１ 単位）

要介護１ （ ６８８ 単位）

要介護２ （ ８４２ 単位）

要介護３ （ ９９５ 単位）

要介護４ （ １，１４９ 単位）

要介護５ （ １，３０３ 単位）

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合

ハ
６時間
以上
８時間
未満

通
常
規
模
の
医
療
機
関
の
場
合

小
規
模
診
療
所
の
場
合

イ
３時間
以上
４時間
未満

ハ
６時間
以上
８時間
未満

ロ
４時間
以上
６時間
未満

ロ
４時間
以上
６時間
未満

ロ
４時間
以上
６時間
未満

５５０単位
（月１回を

限度）

イ
３時間
以上
４時間
未満

イ
３時間
以上
４時間
未満

ハ
６時間
以上
８時間
未満

１日につき
　＋５０単位

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の

場合
＋５０単位

　
９時間以上
10時間未満

の場合
＋１００単位

×９０／１００

８時間以上
９時間未満の

場合
＋５０単位

　
９時間以上
10時間未満

の場合
＋１００単位

８時間以上
９時間未満の

場合
＋５０単位

　
９時間以上
10時間未満

の場合
＋１００単位

若年性認知症
ケア加算

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算

１回につき
＋１００単位
（月２回を

限度）

栄養マネジメ
ント加算

１日につき
＋６０単位

１日につき
＋２０単位

短期集中リハビ
リテーション実
施加算

口腔機能向上
加算

１回につき
＋１００単位
（月２回を

限度）

退所・退院日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月以内

（１日につき
＋１８０単位）

　
退所・退院日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月超３月以下

（１日につき
＋１３０単位）

退所・退院日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
３月超

（１日につき
＋８０単位）

×７０/１００

２時間以上３
時間未満の通
所リハビリテー
ションを行う場
合

×７０/１００

×７０/１００

･･･平成18年４月改正箇所
　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ18～21を参照。）

基本部分

×７０/１００

入浴介助を
行った場合

介護老人保健
施設であっ
て、理学療法
士、作業療法
士が居宅を訪
問し、診察、
運動機能検査
等を行い、通
所リハビリ計画
の作成等を
行った場合

６時間以上８
時間未満の通
所リハビリテー
ションの前後
に日常生活上
の世話を行う
場合

注
大規模事業所
（前年度の１
月当たりの平
均利用延人数
900人超）の
場合
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８　短期入所生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合 又

は

介護・看護職員
の員数が基準に
満たない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

専従の機能訓練
指導員を配置し
ている場合

利用者に対して
送迎を行う場合

経過的要介護 （ ４７８ 単位）

要介護１ （ ６４１ 単位）

要介護２ （ ７１２ 単位）

要介護３ （ ７８２ 単位）

要介護４ （ ８５３ 単位）

要介護５ （ ９２３ 単位）

経過的要介護 （ ５２２ 単位）

要介護１ （ ７２３ 単位）

要介護２ （ ７９４ 単位）

要介護３ （ ８６４ 単位）

要介護４ （ ９３５ 単位）

要介護５ （１，００５ 単位）

経過的要介護 （ ４５０ 単位）

要介護１ （ ６０７ 単位）

要介護２ （ ６７８ 単位）

要介護３ （ ７４８ 単位）

要介護４ （ ８１９ 単位）

要介護５ （ ８８９ 単位）

経過的要介護 （ ５００ 単位）

要介護１ （ ６８９ 単位）

要介護２ （ ７６０ 単位）

要介護３ （ ８３０ 単位）

要介護４ （ ９０１ 単位）

要介護５ （ ９７１ 単位）

経過的要介護 （ ５５７ 単位）

要介護１ （ ７４１ 単位）

要介護２ （ ８１２ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ９５３ 単位）

要介護５ （１，０１３ 単位）

経過的要介護 （ ５５７ 単位）

要介護１ （ ７４１ 単位）

要介護２ （ ８１２ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ９５３ 単位）

要介護５ （１，０１３ 単位）

経過的要介護 （ ５２６ 単位）

要介護１ （ ７０７ 単位）

要介護２ （ ７７８ 単位）

要介護３ （ ８４８ 単位）

要介護４ （ ９１９ 単位）

要介護５ （ ９７９ 単位）

経過的要介護 （ ５２６ 単位）

要介護１ （ ７０７ 単位）

要介護２ （ ７７８ 単位）

要介護３ （ ８４８ 単位）

要介護４ （ ９１９ 単位）

要介護５ （ ９７９ 単位）

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

ハ　栄養管
理体制加算

（二）　併設型ユニット
型短期入所生活介護
費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

ロ　ユニット型
短期入所生
活介護費
（1日につき）

（１）　単独
型ユニット
型短期入所
生活介護費

（二）　単独型ユニット
型短期入所生活介護
費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

×９７／１００ ×７０／１００

（２）　併設
型短期入所
生活介護費

（一）　単独型ユニット
型短期入所生活介護
費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　単独型短期入
所生活介護費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　単独
型短期入所
生活介護費

（二)　併設型短期入所
生活介護費（Ⅱ）
<多床室>

（一）　単独型短期入
所生活介護費（Ⅰ）
＜従来型個室＞

＋１２単位×７０／１００

（２）　在宅中重度者受入加算

（１）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　 　　４１５単位
（１）を算定していない場合
　　　　　　　　　　　　　　 ４２５単位

ホ　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

へ　在宅中重
度加算

（１）　夜間看護体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

×９７／１００

（一）　併設型短期入
所生活介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

･･･平成18年４月改正箇所
　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ21～23、26を参照。）

ニ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（２）　併設
型ユニット
型短期入所
生活介護費

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（一）　併設型ユニット
型短期入所生活介護
費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

片道につき
　＋１８４単位

注

基本部分

イ　短期入所
生活介護費
（1日につき）
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９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士又は作業療
法士の員数が
基準に満たな
い場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

リハビリテー
ション機能強
化加算

認知症ケア加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

経過的要介護 （ ５５８ 単位）

要介護１ （ ７３２ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ ８３４ 単位）

要介護４ （ ８８８ 単位）

要介護５ （ ９４１ 単位）

経過的要介護 （ ６１７ 単位）

要介護１ （ ８３１ 単位）

要介護２ （ ８８０ 単位）

要介護３ （ ９３３ 単位）

要介護４ （ ９８７ 単位）

要介護５ （ １,０４０ 単位）

経過的要介護 （ ５５８ 単位）

要介護１ （ ７３２ 単位）

要介護２ （ ８３７ 単位）

要介護３ （ ８９０ 単位）

要介護４ （ ９４４ 単位）

要介護５ （ ９９７ 単位）

経過的要介護 （ ６１７ 単位）

要介護１ （ ８３１ 単位）

要介護２ （ ９３６ 単位）

要介護３ （ ９８９ 単位）

要介護４ （ １,０４３ 単位）

要介護５ （ １,０９６ 単位）

経過的要介護 （ ５５８ 単位）

要介護１ （ ７３２ 単位）

要介護２ （ ８１０ 単位）

要介護３ （ ８６３ 単位）

要介護４ （ ９１７ 単位）

要介護５ （ ９７０ 単位）

経過的要介護 （ ６１７ 単位）

要介護１ （ ８３１ 単位）

要介護２ （ ９０９ 単位）

要介護３ （ ９６２ 単位）

要介護４ （ １,０１６ 単位）

要介護５ （ １,０６９ 単位）

経過的要介護 （ ６２４ 単位）

要介護１ （ ８３４ 単位）

要介護２ （ ８８３ 単位）

要介護３ （ ９３６ 単位）

要介護４ （ ９９０ 単位）

要介護５ （ １,０４３ 単位）

経過的要介護 （ ６２４ 単位）

要介護１ （ ８３４ 単位）

要介護２ （ ８８３ 単位）

要介護３ （ ９３６ 単位）

要介護４ （ ９９０ 単位）

要介護５ （ １,０４３ 単位）

経過的要介護 （ ６２４ 単位）

要介護１ （ ８３４ 単位）

要介護２ （ ９３９ 単位）

要介護３ （ ９９２ 単位）

要介護４ （ １,０４６ 単位）

要介護５ （ １,０９９ 単位）

経過的要介護 （ ６２４ 単位）

要介護１ （ ８３４ 単位）

要介護２ （ ９３９ 単位）

要介護３ （ ９９２ 単位）

要介護４ （ １,０４６ 単位）

要介護５ （ １,０９９ 単位）

経過的要介護 （ ６２４ 単位）

要介護１ （ ８３４ 単位）

要介護２ （ ９１２ 単位）

要介護３ （ ９６５ 単位）

要介護４ （ １,０１９ 単位）

要介護５ （ １,０７２ 単位）

経過的要介護 （ ６２４ 単位）

要介護１ （ ８３４ 単位）

要介護２ （ ９１２ 単位）

要介護３ （ ９６５ 単位）

要介護４ （ １,０１９ 単位）

要介護５ （ １,０７２ 単位）

　：　特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（６）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（７）　緊急時施設療養
費

（１）　緊急時治療管理
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（２）　特定治療

（４）　栄養管理体制加
算

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

７６０ 単位）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき２７単位を加算）

a.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（３）　特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
（１日につき）

（

片道につき
＋１８４単位

b.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（二）　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（Ⅱ）

＜療養型老健：看護職員を
配置＞

a.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（三）　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（Ⅲ）

＜療養型老健：看護オンコー
ル体制＞

a.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（一）　ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費

（Ⅰ）

a.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

×７０／１００ ×７０／１００ ＋３０単位

＋７６単位

×９７／１００

（１）　介護老人保健施
設短期入所療養介護

費
（1日につき）

（一）　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（Ⅰ）

a.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

×９７／１００

（２）　ユニット型介護老
人保健施設短期入所
療養介護費
（1日につき）

b.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）　ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費

（Ⅱ）
＜療養型老健：

看護職員を配置＞

a.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（三）　ユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費

（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ21～23、26を参照。）

基本部分

注

･･･平成20年５月改正箇所
　（詳細については、別紙３「介護療養型老人保健施設における介護報酬等の見直しに係る諮問について」Ｐ７
を参照。）
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　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準
に定められた看
護職員の員数
に20/100を乗
じて得た数未満
の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニッ
トケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置につ
いて医療法施
行規則第４９条
の規定が適用さ
れている場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に
関する基準の区
分による加算

利用者に対して
送迎を行う場合

経過的要介護 （ ５３４ 単位）

要介護１ （ ７０１ 単位）

要介護２ （ ８１１ 単位）

要介護３ （ １,０４９ 単位）

要介護４ （ １,１５０ 単位）

要介護５ （ １,２４１ 単位）

経過的要介護 （ ６１８ 単位）

要介護１ （ ８３２ 単位）

要介護２ （ ９４２ 単位）

要介護３ （ １,１８０ 単位）

要介護４ （ １,２８１ 単位）

要介護５ （ １,３７２ 単位）

経過的要介護 （ ４９８ 単位）

要介護１ （ ６４１ 単位）

要介護２ （ ７５０ 単位）

要介護３ （ ９１０ 単位）

要介護４ （ １,０６６ 単位）

要介護５ （ １,１０８ 単位）

経過的要介護 （ ５８２ 単位）

要介護１ （ ７７２ 単位）

要介護２ （ ８８１ 単位）

要介護３ （ １,０４１ 単位）

要介護４ （ １,１９７ 単位）

要介護５ （ １,２３９ 単位）

経過的要介護 （ ４７３ 単位）

要介護１ （ ６１１ 単位）

要介護２ （ ７２２ 単位）

要介護３ （ ８７３ 単位）

要介護４ （ １,０３０ 単位）

要介護５ （ １,０７１ 単位）

経過的要介護 （ ５５７ 単位）

要介護１ （ ７４２ 単位）

要介護２ （ ８５３ 単位）

要介護３ （ １,００４ 単位）

要介護４ （ １,１６１ 単位）

要介護５ （ １,２０２ 単位）

経過的要介護 （ ５３４ 単位）

要介護１ （ ７０１ 単位）

要介護２ （ ８１１ 単位）

要介護３ （ ９６１ 単位）

要介護４ （ １,０５２ 単位）

要介護５ （ １,１４３ 単位）

経過的要介護 （ ６１８ 単位）

要介護１ （ ８３２ 単位）

要介護２ （ ９４２ 単位）

要介護３ （ １,０９２ 単位）

要介護４ （ １,１８３ 単位）

要介護５ （ １,２７４ 単位）

経過的要介護 （ ５３４ 単位）

要介護１ （ ７０１ 単位）

要介護２ （ ８１１ 単位）

要介護３ （ ９１９ 単位）

要介護４ （ １,０１０ 単位）

要介護５ （ １,１０１ 単位）

経過的要介護 （ ６１８ 単位）

要介護１ （ ８３２ 単位）

要介護２ （ ９４２ 単位）

要介護３ （ １,０５０ 単位）

要介護４ （ １,１４１ 単位）

要介護５ （ １,２３２ 単位）

経過的要介護 （ ６２５ 単位）

要介護１ （ ８３５ 単位）

要介護２ （ ９４５ 単位）

要介護３ （ １,１８３ 単位）

要介護４ （ １,２８４ 単位）

要介護５ （ １,３７５ 単位）

経過的要介護 （ ６２５ 単位）

要介護１ （ ８３５ 単位）

要介護２ （ ９４５ 単位）

要介護３ （ １,１８３ 単位）

要介護４ （ １,２８４ 単位）

要介護５ （ １,３７５ 単位）

経過的要介護 （ ６２５ 単位）

要介護１ （ ８３５ 単位）

要介護２ （ ９４５ 単位）

要介護３ （ １,０９５ 単位）

要介護４ （ １,１８６ 単位）

要介護５ （ １,２７７ 単位）

経過的要介護 （ ６２５ 単位）

要介護１ （ ８３５ 単位）

要介護２ （ ９４５ 単位）

要介護３ （ １,０９５ 単位）

要介護４ （ １,１８６ 単位）

要介護５ （ １,２７７ 単位）

／

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

　（詳細については、別紙３「介護療養型老人保健施設における介護報酬等の見直しに係る諮問について」Ｐ７を参照。）

７６０ 単位）

（８）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

×９０／１００

b.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅱ）
＜多床室＞

（３）　ユニット型
病院療養病床短
期入所療養介護
費
（１日につき）

（一)　ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

×９７／１００

（９）　特定診療費

（６）　栄養管理
体制加算

（一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（７）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（二)　ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（４）　ユニット型
病院療養病床経
過型短期入所療
養介護費
（１日につき）

（一)　ユニット型病院療養病床経過型短
期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二)　ユニット型病院療養病床経過型短
期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（２）　病院療養
病床経過型短期
入所療養介護費
（１日につき）

（一)　病院療養
病床経過型短期
入所療養介護費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅱ）
＜多床室＞

（二)　病院療養
病床経過型短期
入所療養介護費
（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

－１２単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋７単位

片道につき
＋１８４単位

×７０／１００ ×９０／１００

基本部分

（１）　病院療養
病床短期入所療
養介護費
（１日につき）

注

×９０／１００

b.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（一)　病院療養
病床短期入所療
養介護費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

×７０／１００ ×９０／１００

（二)　病院療養
病床短期入所療
養介護費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（三)　病院療養
病床短期入所療
養介護費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費
（１日につき）

（

･･･平成20年５月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ21～23、26を参照。）

･･･平成18年７月改正箇所
　（詳細については、別紙２「療養病床再編成に伴う介護報酬等の見直しに係る諮問案について」を参照。）
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　ハ　療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注
利用者の数及び入院
患者の数の合計数が
入院患者の定員を超
える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユニッ
トケアにおける体制が
未整備である場合

廊下幅が設備基準を
満たさない場合

利用者に対して送迎
を行う場合

経過的要介護 （ ５１７ 単位）

要介護１ （ ６８２ 単位）

要介護２ （ ７３４ 単位）

要介護３ （ ７８６ 単位）

要介護４ （ ８３７ 単位）

要介護５ （ ８８９ 単位）

経過的要介護 （ ６０１ 単位）

要介護１ （ ８１３ 単位）

要介護２ （ ８６５ 単位）

要介護３ （ ９１７ 単位）

要介護４ （ ９６８ 単位）

要介護５ （ １,０２０ 単位）

経過的要介護 （ ４４７ 単位）

要介護１ （ ５９２ 単位）

要介護２ （ ６３８ 単位）

要介護３ （ ６８４ 単位）

要介護４ （ ７３０ 単位）

要介護５ （ ７７６ 単位）

経過的要介護 （ ５３６ 単位）

要介護１ （ ７２３ 単位）

要介護２ （ ７６９ 単位）

要介護３ （ ８１５ 単位）

要介護４ （ ８６１ 単位）

要介護５ （ ９０７ 単位）

経過的要介護 （ ６０８ 単位）

要介護１ （ ８１６ 単位）

要介護２ （ ８６８ 単位）

要介護３ （ ９２０ 単位）

要介護４ （ ９７１ 単位）

要介護５ （ １,０２３ 単位）

経過的要介護 （ ６０８ 単位）

要介護１ （ ８１６ 単位）

要介護２ （ ８６８ 単位）

要介護３ （ ９２０ 単位）

要介護４ （ ９７１ 単位）

要介護５ （ １,０２３ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

（７）　特定診療費

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

a.診療所療養病
床短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所療養病
床短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>

（二)　診療
所療養病床
短期入所療
養介護費
（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

a.診療所療養病
床短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所療養病
床短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>

（６）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（４）　栄養
管理体制
加算

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成20年４月改正箇所

（詳細については、別紙１「平成
18年度介護報酬等の改定につ
いて」Ｐ21～23、26を参照。）

（ ７６０ 単位）

×７０/１００

×９７／１００

（一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（３）　特定診療所療養病床短期入所療養介護費
（1日につき）

片道につき
　＋１８４単位

基本部分

（２)　ユニッ
ト型診療所
療養病床短
期入所療養
介護費
（１日につ
き）

（一)　ユニット型診療所療養
病床短期入所療養介護費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二)　ユニット型診療所療養
病床短期入所療養介護費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　診療
所療養病床
短期入所療
養介護費
（１日につ
き）

（一）　診療
所療養病床
短期入所療
養介護費
（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

利用者に対して送
迎を行う場合

経過的要介護 （ ８３３ 単位）
要介護１ （ １，０３５ 単位）
要介護２ （ １，１０２ 単位）
要介護３ （ １，１６９ 単位）
要介護４ （ １，２３７ 単位）
要介護５ （ １，３０４ 単位）
経過的要介護 （ ９４４ 単位）
要介護１ （ １，１４６ 単位）
要介護２ （ １，２１３ 単位）
要介護３ （ １，２８０ 単位）
要介護４ （ １，３４８ 単位）
要介護５ （ １，４１５ 単位）
経過的要介護 （ ７６６ 単位）
要介護１ （ ９７７ 単位）
要介護２ （ １，０４８ 単位）
要介護３ （ １，１１８ 単位）
要介護４ （ １，１８９ 単位）
要介護５ （ １，２５９ 単位）
経過的要介護 （ ８５０ 単位）
要介護１ （ １，１０８ 単位）
要介護２ （ １，１７９ 単位）
要介護３ （ １，２４９ 単位）
要介護４ （ １，３２０ 単位）
要介護５ （ １，３９０ 単位）
経過的要介護 （ ７４３ 単位）
要介護１ （ ９４８ 単位）
要介護２ （ １，０１７ 単位）
要介護３ （ １，０８５ 単位）
要介護４ （ １，１５４ 単位）
要介護５ （ １，２２２ 単位）
経過的要介護 （ ８２７ 単位）
要介護１ （ １，０７９ 単位）
要介護２ （ １，１４８ 単位）
要介護３ （ １，２１６ 単位）
要介護４ （ １，２８５ 単位）
要介護５ （ １，３５３ 単位）
経過的要介護 （ ７３０ 単位）
要介護１ （ ９３２ 単位）
要介護２ （ ９９９ 単位）
要介護３ （ １，０６６ 単位）
要介護４ （ １，１３４ 単位）
要介護５ （ １，２０１ 単位）
経過的要介護 （ ８１４ 単位）
要介護１ （ １，０６３ 単位）
要介護２ （ １，１３０ 単位）
要介護３ （ １，１９７ 単位）
要介護４ （ １，２６５ 単位）
要介護５ （ １，３３２ 単位）
経過的要介護 （ ６６８ 単位）
要介護１ （ ８７０ 単位）
要介護２ （ ９３７ 単位）
要介護３ （ １，００４ 単位）
要介護４ （ １，０７２ 単位）
要介護５ （ １，１３９ 単位）
経過的要介護 （ ７７９ 単位）
要介護１ （ ９８１ 単位）
要介護２ （ １，０４８ 単位）
要介護３ （ １，１１５ 単位）
要介護４ （ １，１８３ 単位）
要介護５ （ １，２５０ 単位）
経過的要介護 （ ５７０ 単位）
要介護１ （ ７７２ 単位）
要介護２ （ ８３９ 単位）
要介護３ （ ９０６ 単位）
要介護４ （ ９７４ 単位）
要介護５ （ １，０４１ 単位）
経過的要介護 （ ６５４ 単位）
要介護１ （ ９０３ 単位）
要介護２ （ ９７０ 単位）
要介護３ （ １．０３７ 単位）
要介護４ （ １，１０５ 単位）
要介護５ （ １，１７２ 単位）
経過的要介護 （ ９４６ 単位）
要介護１ （ １，１４９ 単位）
要介護２ （ １，２１６ 単位）
要介護３ （ １，２８３ 単位）
要介護４ （ １，３５１ 単位）
要介護５ （ １，４１８ 単位）
経過的要介護 （ ９４６ 単位）
要介護１ （ １，１４９ 単位）
要介護２ （ １，２１６ 単位）
要介護３ （ １，２８３ 単位）
要介護４ （ １，３５１ 単位）
要介護５ （ １，４１８ 単位）
経過的要介護 （ ８５７ 単位）
要介護１ （ １，１１１ 単位）
要介護２ （ １，１８２ 単位）
要介護３ （ １，２５２ 単位）
要介護４ （ １，３２３ 単位）
要介護５ （ １，３９３ 単位）
経過的要介護 （ ８５７ 単位）
要介護１ （ １，１１１ 単位）
要介護２ （ １，１８２ 単位）
要介護３ （ １，２５２ 単位）
要介護４ （ １，３２３ 単位）
要介護５ （ １，３９３ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

　（詳細については、別紙２「療養病床再編成に伴う介護報酬等の見直しに係る諮問案について」を参
照。）

×７０／１００

×７０／１００

×９０／１００

×９０／１００

注

片道につき
　＋１８４単位

×９７／１００

×９０／１００

×９０／１００

b.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

基本部分

（四)　認知症
疾患型短期
入所療養介
護費（Ⅳ）
看護<4：1>
介護<6：1>

（二)　認知症
疾患型短期
入所療養介
護費（Ⅱ）
看護<4：1>
介護<4：1>

大
学
病
院

a.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

a.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（４）　特定認知症疾患型短期入所療養介護費
（１日につき） （ ７６０

（２）　認知症疾
患型経過型短
期入所療養介

護費
（１日につき）

（一）認知症疾患型経過型短期入
所療養介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）認知症疾患型経過型短期入
所療養介護費（Ⅱ）
<多床室>

（二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

b.ユニット型認
知症疾患型短
期入所療養介
護費（ⅱ）
<ユニット型準
個室>

×７０／１００ －１２単位

b.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>一

般
病
棟

b.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（五)　認知症
疾患型短期
入所療養介
護費（Ⅴ）
　
経過措置型

（三)　認知症
疾患型短期
入所療養介
護費（Ⅲ）
看護<4：1>
介護<5：1>

･･･平成18年７月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ21～23、26を参照。）

（８）　特定診療費

（７）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　            　（1日につき　５０単位を加算）

aユニット型.認
知症疾患型短
期入所療養介
護費（ⅰ）
<ユニット型個
室>

（一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

一
般
病
棟

（３）　ユニット型
認知症疾患型
短期入所療養
介護費
（１日につき）

（５）　栄養管理
体制加算

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（二)　ユニット
型認知症疾
患型
短期入所療
養介護費
（Ⅱ）

b.認知症疾患
型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.ユニット型認
知症疾患型短
期入所療養介
護費（ⅰ）
<ユニット型個
室>

（一)　ユニット
型認知症疾
患型
短期入所療
養介護費
（Ⅰ）

（１）　認知症疾
患型短期入所
療養介護費
（１日につき）

（一)　認知症
疾患型短期
入所療養介
護費（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

単位）

b.ユニット型認
知症疾患型短
期入所療養介
護費（ⅱ）
<ユニット型準
個室>

大
学
病
院
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　ホ　基準適合診療所における短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

利用者に対して
送迎を行う場合

経過的要介護 （ ４１１ 単位）

要介護１ （ ５４５ 単位）

要介護２ （ ５８８ 単位）

要介護３ （ ６３２ 単位）

要介護４ （ ６７６ 単位）

要介護５ （ ７２０ 単位）

経過的要介護 （ ４９５ 単位）

要介護１ （ ６７６ 単位）

要介護２ （ ７１９ 単位）

要介護３ （ ７６３ 単位）

要介護４ （ ８０７ 単位）

要介護５ （ ８５１ 単位）

（ ７６０ 単位）

（二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（３）　特定基準適合診療所短期入所療養介護費（１日につき）

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成
18年度介護報酬等の改定につ
いて」 Ｐ21～23、26を参照。）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（1日につき　２３単位を加算）

×７０／１００
片道につき

　＋１８４単位

基本部分

（１）　基準適合診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）
（１日につき）
<従来型個室>

（２）　基準適合診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）
（１日につき）
<多床室>

（４）　栄養
管理体制
加算

（一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）
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１０　特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

介護職員の
員数が基準
に満たない場
合

個別機能訓
練加算

夜間看護体
制加算

経過的要介護 （ ２１４ 単位）

要介護１ （ ５４９ 単位）

要介護２ （ ６１６ 単位）

要介護３ （ ６８３ 単位）

要介護４ （ ７５０ 単位）

要介護５ （ ８１８ 単位）

・訪問介護

・身体介護 15分ごとに　９０単位
1時間30分以上　５４０単位に15分増すごとに＋３７単位

・生活援助 15分ごとに　４５単位（１時間30分を限度）

・通院等乗降介助 １回につき　９０単位

・他の訪問系サービス及び通所系サービス

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

・福祉用具貸与

※限度額 経過的要介護 ６，５０５単位
要介護１ １６，６８９単位
要介護２ １８，７２６単位
要介護３ ２０，７６３単位
要介護４ ２２，８００単位
要介護５ ２４，８６７単位

１１　福祉用具貸与費

　：　特別地域福祉用具貸与加算は、支給限度額管理の対象外となる算定項目

認知症老人徘徊感知機器

基本部分

車いす付属品

交通費に相当する額を事業所の
所在地に適用される１単位の単価
で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００
／１００を限度）

車いす

　福祉用具貸与費
（現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所
在地に適用される１単位の単価
で除して得た単位数）

注

移動用リフト

特殊寝台

特殊寝台付属品

歩行器

1日につき
＋１２単位

ロ　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
　　　（１日につき　８４単位）

体位変換器

手すり

スロープ

特別地域福祉用具貸与加算

基本部分

１日につき
＋１０単位

イ　特定施設入居者生活介護費
（１日につき）

　

歩行補助つえ

※　経過的要介護又は要介護１の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換
器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者又は施行の日より６か月
を超えない期間において当該種目に係る指定福祉用具貸与を受ける者を除く。）

床ずれ防止用具

･･･平成18年４月改正箇所（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」 Ｐ23～25を参照。

×７０／１００

×７０／１００

注

　通常の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限
とする。

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが
行われる場合
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Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注
運営基準減算 特別地域居宅介護

支援加算
特定事業所集中減
算

要介護１・２ （ １，０００ 単位）

要介護３・４・５ （ １，３００ 単位）

要介護１・２ （ ６００ 単位）

要介護３・４・５ （ ７８０ 単位）

要介護１・２ （ ４００ 単位）

要介護３・４・５ （ ５２０ 単位）

（４)　経過的要介護居宅介護支援費 （ ８５０ 単位）

（１）　初回加算（Ⅰ）

（２）　初回加算（Ⅱ）

（１月につき　＋５００単位）

イ　居宅介護
支援費
（１月につき）

＋１５／１００
１月につき
-２００単位

（３)　居宅介護支援費（Ⅲ）

ロ　初回加算
（１月につき　＋２５０単位）

（１月につき　＋６００単位）

ハ　特定事業所加算

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ
10～12を参照。）

基本部分

（運営基準減算の場合）
×７０／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

×５０／１００

（１)　居宅介護支援費（Ⅰ）

（２)　居宅介護支援費（Ⅱ）
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Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

１　介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

重度化対応
加算

準ユニット
ケア加算

個別機能訓
練加算

専従の常勤
医師を配置し
ている場合

精神科医
師による療
養指導が月
2回以上行
われている
場合

専従の障害
者生活支援
員を配置して
いる場合

要介護１ （ ５７７ 単位）
要介護２ （ ６４８ 単位）
要介護３ （ ７１８ 単位）
要介護４ （ ７８９ 単位）
要介護５ （ ８５９ 単位）
要介護１ （ ６３９ 単位）
要介護２ （ ７１０ 単位）
要介護３ （ ７８０ 単位）
要介護４ （ ８５１ 単位）
要介護５ （ ９２１ 単位）
要介護１ （ ７４１ 単位）
要介護２ （ ８０８ 単位）
要介護３ （ ８７６ 単位）
要介護４ （ ９４３ 単位）
要介護５ （１,０１０ 単位）
要介護１ （ ８０３ 単位）
要介護２ （ ８７０ 単位）
要介護３ （ ９３８ 単位）
要介護４ （１,００５ 単位）
要介護５ （１,０７２ 単位）
要介護１ （ ５７７ 単位）
要介護２・３ （ ６８７ 単位）
要介護４・５ （ ８２４ 単位）
要介護１ （ ６３９ 単位）
要介護２・３ （ ７４９ 単位）
要介護４・５ （ ８８６ 単位）
要介護１ （ ７４１ 単位）
要介護２・３ （ ８４５ 単位）
要介護４・５ （ ９７６ 単位）
要介護１ （ ８０３ 単位）
要介護２・３ （ ９０７ 単位）
要介護４・５ （１,０３８ 単位）
要介護１ （ ６５７ 単位）
要介護２ （ ７２８ 単位）
要介護３ （ ７９８ 単位）
要介護４ （ ８６９ 単位）
要介護５ （ ９２９ 単位）
要介護１ （ ６５７ 単位）
要介護２ （ ７２８ 単位）
要介護３ （ ７９８ 単位）
要介護４ （ ８６９ 単位）
要介護５ （ ９２９ 単位）
要介護１ （ ８０８ 単位）
要介護２ （ ８７５ 単位）
要介護３ （ ９４３ 単位）
要介護４ （１,０１０ 単位）
要介護５ （１,０７７ 単位）
要介護１ （ ８０８ 単位）
要介護２ （ ８７５ 単位）
要介護３ （ ９４３ 単位）
要介護４ （１,０１０ 単位）
要介護５ （１,０７７ 単位）

要介護１ （ ６５７ 単位）

要介護２・３ （ ７５７ 単位）

要介護４・５ （ ８９４ 単位）

要介護１ （ ６５７ 単位）

要介護２・３ （ ７５７ 単位）

要介護４・５ （ ８９４ 単位）

要介護１ （ ８０８ 単位）

要介護２・３ （ ９１２ 単位）

要介護４・５ （１,０４３ 単位）

要介護１ （ ８０８ 単位）

要介護２・３ （ ９１２ 単位）

要介護４・５ （１,０４３ 単位）

（1）　管理栄養士配置加算　　（１２単位）
（2）　栄養士配置加算　　　　　（１０単位）

ａ　小規模旧措置入所者介
護福祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

ｂ　小規模旧措置入所者介
護福祉施設サービス費（Ⅱ）
<多床室>

a ユニット型小規模旧措
置入所者介護福祉施設
サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニッ
ト型小規模旧
措置入所者
介護福祉施
設サービス費

a ユニット型介護福祉施
設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニッ
ト型小規模介
護福祉施設
サービス費

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

＋２０単位

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　退所前後訪問相談援助加算
　　（入所中１回（又は２回）、退所後１回を限度に４６０単位を算定）

（２）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（３）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

ｂ　介護福祉施設サービ
ス費（Ⅱ）
<多床室>

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３２０単位を算定

×７０／１００ ×７０／１００ ＋１２単位 ＋５単位 ＋２６単位＋１０単位

＋５単位

×９７／１００

注

基本部分

b ユニット型小規模旧措
置入所者介護福祉施設
サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　介護
福祉施設
サービス費

ａ　介護福祉施設サービ
ス費（Ⅰ）
<従来型個室>

×９７／１００

イ
　
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

ｂ　小規模介護福祉施設
サービス費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　介護
福祉施設
サービス費
（1日につ
き）

（２）　旧措
置入所者
介護福祉
施設サービ
ス費（1日
につき）

ヲ　在宅・入所相互利用加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ヘ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

ト　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

リ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ル　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（１）　看取り介護加算（Ⅰ）　　　（１６０単位）
（２）　看取り介護加算（Ⅱ）　　　　（８０単位）

ヌ　看取り介護加算（1日
につき）

チ　経口維持加算（１日に
つき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

注　外泊時費用

（二）　小規
模介護福祉
施設サービス
費

ａ　小規模介護福祉施設
サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

（２）　ユ
ニット型旧
措置入所
者介護福
祉施設
サービス費
（１日につ
き）

（一）　旧措
置入所者介
護福祉施設
サービス費

ａ　旧措置入所者介護福
祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

ｂ　旧措置入所者介護福
祉施設サービス費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　ユ
ニット型介
護福祉施
設サービス
費（1日に
つき）

（一）　ユニッ
ト型介護福祉
施設サービス
費

（二）　小規
模旧措置入
所者介護福
祉施設サー
ビス費

･･･平成18年４月改正箇所（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ26～30を参照。）

ホ　栄養管理体制加算（1
日につき）

ニ　退所時等
相談援助加
算

b ユニット型介護福祉施
設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　ユニッ
ト型旧措置入
所者介護福
祉施設サー
ビス費

a ユニット型旧措置入所
者介護福祉施設サービ
ス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

b ユニット型旧措置入所
者介護福祉施設サービ
ス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

ロ
　
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

a ユニット型小規模介護
福祉施設サービス費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

b ユニット型小規模介護
福祉施設サービス費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

13



２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーを
ユニット毎に
配置していな
い等ユニット
ケアにおける
体制が未整備
である場合

リハビリテーショ
ンマネジメント
加算

短期集中リハビ
リテーション実
施加算

認知症短期集
中リハビリテー
ション実施加算

認知症ケア加
算

要介護１ （ ７０２ 単位）

要介護２ （ ７５１ 単位）

要介護３ （ ８０４ 単位）

要介護４ （ ８５８ 単位）

要介護５ （ ９１１ 単位）

要介護１ （ ７８１ 単位）

要介護２ （ ８３０ 単位）

要介護３ （ ８８３ 単位）

要介護４ （ ９３７ 単位）

要介護５ （ ９９０ 単位）

要介護１ （ ７０３ 単位）

要介護２ （ ７８６ 単位）

要介護３ （ ８６０ 単位）

要介護４ （ ９１４ 単位）

要介護５ （ ９６７ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８６５ 単位）

要介護３ （ ９３９ 単位）

要介護４ （ ９９３ 単位）

要介護５ （ １,０４６ 単位）

要介護１ （ ７０３ 単位）

要介護２ （ ７８０ 単位）

要介護３ （ ８３３ 単位）

要介護４ （ ８８７ 単位）

要介護５ （ ９４０ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８５９ 単位）

要介護３ （ ９１２ 単位）

要介護４ （ ９６６ 単位）

要介護５ （ １,０１９ 単位）

要介護１ （ ７８４ 単位）

要介護２ （ ８３３ 単位）

要介護３ （ ８８６ 単位）

要介護４ （ ９４０ 単位）

要介護５ （ ９９３ 単位）

要介護１ （ ７８４ 単位）

要介護２ （ ８３３ 単位）

要介護３ （ ８８６ 単位）

要介護４ （ ９４０ 単位）

要介護５ （ ９９３ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６８ 単位）

要介護３ （ ９４２ 単位）

要介護４ （ ９９６ 単位）

要介護５ （ １,０４９ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６８ 単位）

要介護３ （ ９４２ 単位）

要介護４ （ ９９６ 単位）

要介護５ （ １,０４９ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６２ 単位）

要介護３ （ ９１５ 単位）

要介護４ （ ９６９ 単位）

要介護５ （ １,０２２ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８６２ 単位）

要介護３ （ ９１５ 単位）

要介護４ （ ９６９ 単位）

要介護５ （ １,０２２ 単位）

･･･平成18年４月改正箇所（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ26～31を参照。）
･･･平成20年５月改正箇所
　（詳細については、別紙３「介護療養型老人保健施設における介護報酬等の見直しに係る諮問について」Ｐ３、４を参照。）

※　ＰＴ・ＯＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーションマネジメント加算、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。

ト　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

チ　経口維持加算（１日につき） （１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　（２８単位）
（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　（５単位）

ホ　栄養管理体
制加算

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

※　小規模介護老人保健施設における介護給付の１８０日の算定日数上限を撤廃することから、現行の「小規模介護保健施設サービス費」は廃止。

リ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヌ　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ル　緊急時施設
療養費

（１）　緊急時治療管理
　　　（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）
（２）　特定治療

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ヘ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

注
入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

（三）　退所時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（四）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

ニ　退所時指導
等加算

（１）　退所時等指導加
算

（一）　退所前後訪問指導加算
　（入所中1回（又は2回）、退所後1回を限度に、４６０単位を算
定）

（二）　退所時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（２）　老人訪問看護指示加算
　　　（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算　　　　　　　　　（１日につき　２７単位を加算）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき４４４単位を算定

注　試行的退所サービス費 入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、1月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定

注　ターミナルケア加算　　　　　　　　　　　　（１日につき　２４０単位を加算）

1日につき
＋７６単位

ロ　ユニット型介
護保健施設サー

ビス費
（1日につき）

×９７／１００

（２）　ユニット型介護保
健施設サービス費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護職

員を配置＞

（一）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（３）　ユニット型介護保
健施設サービス費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護オ

ンコール体制＞

（一）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

×９７／１００

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

（３）　介護保健施設
サービス費（Ⅲ）

＜療養型老健：看護オ
ンコール体制＞

（１）　ユニット型介護保
健施設サービス費（Ⅰ）

（一）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

イ　介護保健施
設サービス費
（1日につき）

注

（二）　介護保健施設サービス費
（ⅱ）
＜多床室＞

（二）　介護保健施設サービス費
（ⅱ）
＜多床室＞

（一）　介護保健施設サービス費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

基本部分

（一）　介護保健施設サービス費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

（一）　介護保健施設サービス費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

（二）　介護保健施設サービス費
（ⅱ）
＜多床室＞

×７０／１００

（１）　介護保健施設
サービス費（Ⅰ）

1日につき
＋６０単位

1回につき
＋　６０単位

（入所日から３
月以内、１週間
に３回を限度）

（２）　介護保健施設
サービス費（Ⅱ）

＜療養型老健：看護職
員を配置＞

×７０／１００
1日につき
＋２５単位
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３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員
を超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護職
員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の
規定が適用され
ている場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関する
基準の区分による
加算

要介護１ （ ６７１ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ １,０１９ 単位）

要介護４ （ １,１２０ 単位）

要介護５ （ １,２１１ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８９２ 単位）

要介護３ （ １,１３０ 単位）

要介護４ （ １,２３１ 単位）

要介護５ （ １,３２２ 単位）

要介護１ （ ６１１ 単位）

要介護２ （ ７２０ 単位）

要介護３ （ ８８０ 単位）

要介護４ （ １,０３６ 単位）

要介護５ （ １,０７８ 単位）

要介護１ （ ７２２ 単位）

要介護２ （ ８３１ 単位）

要介護３ （ ９９１ 単位）

要介護４ （ １,１４７ 単位）

要介護５ （ １,１８９ 単位）

要介護１ （ ５８１ 単位）

要介護２ （ ６９２ 単位）

要介護３ （ ８４３ 単位）

要介護４ （ １,０００ 単位）

要介護５ （ １,０４１ 単位）

要介護１ （ ６９２ 単位）

要介護２ （ ８０３ 単位）

要介護３ （ ９５４ 単位）

要介護４ （ １,１１１ 単位）

要介護５ （ １,１５２ 単位）

要介護１ （ ６７１ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ ９３１ 単位）

要介護４ （ １,０２２ 単位）

要介護５ （ １,１１３ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８９２ 単位）

要介護３ （ １,０４２ 単位）

要介護４ （ １,１３３ 単位）

要介護５ （ １,２２４ 単位）

要介護１ （ ６７１ 単位）

要介護２ （ ７８１ 単位）

要介護３ （ ８８９ 単位）

要介護４ （ ９８０ 単位）

要介護５ （ １,０７１ 単位）

要介護１ （ ７８２ 単位）

要介護２ （ ８９２ 単位）

要介護３ （ １,０００ 単位）

要介護４ （ １,０９１ 単位）

要介護５ （ １,１８２ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ １,１３３ 単位）

要介護４ （ １,２３４ 単位）

要介護５ （ １,３２５ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ １,１３３ 単位）

要介護４ （ １,２３４ 単位）

要介護５ （ １,３２５ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ １,０４５ 単位）

要介護４ （ １,１３６ 単位）

要介護５ （ １,２２７ 単位）

要介護１ （ ７８５ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ １,０４５ 単位）

要介護４ （ １,１３６ 単位）

要介護５ （ １,２２７ 単位）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

　（詳細については、別紙３「介護療養型老人保健施設における介護報酬等の見直しに係る諮問について」Ｐ６を参照。）

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ26～29、31～33を参照。）

･･･平成20年５月改正箇所

･･･平成18年７月改正箇所
　（詳細については、別紙２「療養病床再編成に伴う介護報酬等の見直しに係る諮問案について」を参照。）

（８）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（１１）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（1２）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（1３）　特定診療費

（９）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（１０）　経口維持加算
（１日につき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（５単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

d 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（７）　栄養
管理体制
加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）
（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

注　他科受診時費用 入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を算定

（５）　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

（６）　退院
時指導等
加算

（一）　退院
時等指導加
算

a 退院前後訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度
に、４６０単位を算定）

b 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　（入院患者１人につき１回を限度として
　　　３００単位算定）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

c 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

×７０／１００

b.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅱ）
<多床室>

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を算定

注　試行的退院サービス費 入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

（３）　ユ
ニット型療
養型介護
療養施設
サービス費
（１日につ
き）

（一）　ユニット型療養型介
護療養施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（三）　療養
型介護療養
施設サービ
ス費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

－２５単位

（二）　療養
型経過型介
護療養施設
サービス費
（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

a.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　ユニット型療養型介
護療養施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（４）　ユ
ニット型療
養型経過
型介護療
養施設
サービス費
（１日につ
き）

（一）　ユニット型療養型経
過型介護療養施設サービス
費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型療養型経
過型介護療養施設サービス
費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

－１２単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋７単位

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

×９７／１００

基本部分

注

（一）　療養
型介護療養
施設サービ
ス費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅱ）
<多床室>

（１）　療養
型介護療
養施設
サービス費
（１日につ
き）

b.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅱ）
<多床室>

×７０／１００ －１２単位

×９０／１００

注　身体拘束廃止未実施減算　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

a.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　療養
型介護療養
施設サービ
ス費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

b.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅱ）
<多床室>

a.療養型介護
療養施設サー
ビス費（ⅰ）
<従来型個室>

（２）　療養
型経過型
介護療養
施設サービ
ス費
（１日につ
き）

（一）　療養
型経過型介
護療養施設
サービス費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅰ）
<従来型個室>

b.療養型経過
型介護療養施
設サービス費
（ⅱ）
<多床室>
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  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

要介護１ （ ６５２ 単位）

要介護２ （ ７０４ 単位）

要介護３ （ ７５６ 単位）

要介護４ （ ８０７ 単位）

要介護５ （ ８５９ 単位）

要介護１ （ ７６３ 単位）

要介護２ （ ８１５ 単位）

要介護３ （ ８６７ 単位）

要介護４ （ ９１８ 単位）

要介護５ （ ９７０ 単位）

要介護１ （ ５６２ 単位）

要介護２ （ ６０８ 単位）

要介護３ （ ６５４ 単位）

要介護４ （ ７００ 単位）

要介護５ （ ７４６ 単位）

要介護１ （ ６７３ 単位）

要介護２ （ ７１９ 単位）

要介護３ （ ７６５ 単位）

要介護４ （ ８１１ 単位）

要介護５ （ ８５７ 単位）

要介護１ （ ７６６ 単位）

要介護２ （ ８１８ 単位）

要介護３ （ ８７０ 単位）

要介護４ （ ９２１ 単位）

要介護５ （ ９７３ 単位）

要介護１ （ ７６６ 単位）

要介護２ （ ８１８ 単位）

要介護３ （ ８７０ 単位）

要介護４ （ ９２１ 単位）

要介護５ （ ９７３ 単位）

･･･平成18年４月改正箇所
　　（詳細については、別紙１「平成18年度
介護報酬等の改定について」Ｐ26～29、31
～33を参照。）

･･･平成20年４月改正箇所

×９７／１００

（６）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（７）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（９）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

×７０／１００

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行
われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を
算定

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

（３）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

注　他科受診時費用

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（５）　栄養管理体制
加算

（11）　特定診療費

（10）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　（５単位）

c 退院時情報提供加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（一）　退院時等指導
加算

d 退院前連携加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

b 退院時指導加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（２８単位）（８）　経口維持加算（１日につき）

a 退院前後訪問指導加算
　　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、
　４６０単位を算定）

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（４）　退院時指導等
加算

注　身体拘束廃止未実施加算　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

b.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（二）　診療所型介護
療養施設サービス費
（Ⅱ）
看護・介護<3：１>

a.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（一）　ユニット型診療所型
介護療養施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型診療所型
介護療養施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場
合

診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定
単位数に代えて１日につき、４４４単位を算定

基本部分

注　外泊時費用

（２）　ユニット型診
療所型介護療養施
設サービス費
（１日につき）

b.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（１）　診療所型介護
療養施設サービス
費
（1日につき）

（一）　診療所型介護
療養施設サービス費
（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

a.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>
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　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定めら
れた看護職員の員数
に20/100を乗じて得た
数未満の場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を乗
じて得た数未満であ
る場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以
外で、医師の数が
基準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じて得
た数未満である場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等ユ
ニットケアにおける
体制が未整備であ
る場合

要介護１ （ １,００５ 単位）
要介護２ （ １,０７２ 単位）
要介護３ （ １,１３９ 単位）
要介護４ （ １,２０７ 単位）
要介護５ （ １,２７４ 単位）
要介護１ （ １,１１６ 単位）
要介護２ （ １,１８３ 単位）
要介護３ （ １,２５０ 単位）
要介護４ （ １,３１８ 単位）
要介護５ （ １,３８５ 単位）
要介護１ （ ９４７ 単位）
要介護２ （ １,０１８ 単位）
要介護３ （ １,０８８ 単位）
要介護４ （ １,１５９ 単位）
要介護５ （ １,２２９ 単位）
要介護１ （ １,０５８ 単位）
要介護２ （ １,１２９ 単位）
要介護３ （ １,１９９ 単位）
要介護４ （ １,２７０ 単位）
要介護５ （ １,３４０ 単位）
要介護１ （ ９１８ 単位）
要介護２ （ ９８７ 単位）
要介護３ （ １,０５５ 単位）
要介護４ （ １,１２４ 単位）
要介護５ （ １,１９２ 単位）
要介護１ （ １,０２９ 単位）
要介護２ （ １,０９８ 単位）
要介護３ （ １,１６６ 単位）
要介護４ （ １,２３５ 単位）
要介護５ （ １,３０３ 単位）
要介護１ （ ９０２ 単位）
要介護２ （ ９６９ 単位）
要介護３ （ １,０３６ 単位）
要介護４ （ １,１０４ 単位）
要介護５ （ １,１７１ 単位）
要介護１ （ １,０１３ 単位）
要介護２ （ １,０８０ 単位）
要介護３ （ １,１４７ 単位）
要介護４ （ １,２１５ 単位）
要介護５ （ １,２８２ 単位）
要介護１ （ ８４０ 単位）
要介護２ （ ９０７ 単位）
要介護３ （ ９７４ 単位）
要介護４ （ １,０４２ 単位）
要介護５ （ １,１０９ 単位）
要介護１ （ ９５１ 単位）
要介護２ （ １,０１８ 単位）
要介護３ （ １,０８５ 単位）
要介護４ （ １,１５３ 単位）
要介護５ （ １,２２０ 単位）
要介護１ （ ７４２ 単位）
要介護２ （ ８０９ 単位）
要介護３ （ ８７６ 単位）
要介護４ （ ９４４ 単位）
要介護５ （ １,０１１ 単位）
要介護１ （ ８５３ 単位）
要介護２ （ ９２０ 単位）
要介護３ （ ９８７ 単位）
要介護４ （ １,０５５ 単位）
要介護５ （ １,１２２ 単位）
要介護１ （ １,１１９ 単位）
要介護２ （ １,１８６ 単位）
要介護３ （ １,２５３ 単位）
要介護４ （ １,３２１ 単位）
要介護５ （ １,３８８ 単位）
要介護１ （ １,１１９ 単位）
要介護２ （ １,１８６ 単位）
要介護３ （ １,２５３ 単位）
要介護４ （ １,３２１ 単位）
要介護５ （ １,３８８ 単位）
要介護１ （ １,０６１ 単位）
要介護２ （ １,１３２ 単位）
要介護３ （ １,２０２ 単位）
要介護４ （ １,２７３ 単位）
要介護５ （ １,３４３ 単位）
要介護１ （ １,０６１ 単位）
要介護２ （ １,１３２ 単位）
要介護３ （ １,２０２ 単位）
要介護４ （ １,２７３ 単位）
要介護５ （ １,３４３ 単位）

　（詳細については、別紙２「療養病床再編成に伴う介護報酬
等の見直しに係る諮問案について」を参照。）

･･･平成18年７月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定につい
て」Ｐ26～29、31～33を参照。）

（２）　認知
症疾患型
経過型介
護療養施
設サービス
費
（１日につ
き）

（一）認知症疾患型経過型介護療養施設
サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）認知症疾患型経過型介護療養施設
サービス費（Ⅱ）
<多床室>

大
学
病
院
等

（一）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

b.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（三）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅲ）
看護<4：1>
介護<5：1>

a.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

×９７／１００

×７０／１００ ×７０／１００ －１２単位

×９０／１００

×９０／１００

×７０／１００

×７０／１００

×９０／１００

×９０／１００

b.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

b.ユニット型認知症疾
患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.ユニット型認知症疾
患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニッ
ト型認知症
疾患型
介護療養施
設サービス
費（Ⅱ）

注　外泊時費用

（３）　ユ
ニット型認
知症疾患
型介護療
養施設
サービス費
（１日につ
き）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

大
学
病
院
等

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（７）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（６）　栄養管
理体制加算

注　他科受診時費用

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（４）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

注

基本部分

（二）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅱ）
看護<4：1>
介護<4：1>

（五）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅴ）
経過措置型

a.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

（四）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅳ）
看護<4：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（12）  特定診療費

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（一）　退
院時等指
導加算

d 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

a 退院前後訪問指導加算
　　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、
４６０単位を算定）
b 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）
c 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（８）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（10）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（11）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を算定

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき４４４単位を算定

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

（９）　経口維持加算（１日
につき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

（1）　認知
症疾患型
介護療養
施設サー
ビス費
（１日につ
き）

一
般
病
院

（一）　ユニッ
ト型認知症
疾患型
介護療養施
設サービス
費（Ⅰ）

aユニット型.認知症疾
患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾
患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

一
般
病
院

（５）　退院時
指導等加算

17



Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ホ　基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防訪問介護費

注 注
３級訪問介護員に
より行われる場合

特別地域介護予防
訪問介護加算

　 　：　特別地域介護予防訪問介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

２　介護予防訪問入浴介護費

注 注 注
介護職員2人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

特別地域介護予防
訪問入浴介護加算

　：　特別地域介護予防訪問入浴介護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

要支援２
　　　週２回を超える程度の介護予防
　　　訪問介護が必要とされた者
　　　（１月につき　４,０１０単位）

イ　介護予防訪問介護費（Ⅰ）

要支援１・２
　　　週1回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　１,２３４単位）

要支援１・２
　　　週２回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　２,４６８単位）

＋１５／１００×７０／１００　介護予防訪問入浴介護費　　　（１回につき　８５４単位） ×９５／１００

（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の
改定について」Ｐ４、５を参照。）

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所

基本部分

×８０／１００ ＋１５／１００ロ　介護予防訪問介護費（Ⅱ）

ハ　介護予防訪問介護費（Ⅲ）

（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の
改定について」Ｐ14を参照。）

基本部分

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００
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３　介護予防訪問看護費

注 注 注 注

准看護師の場合 指定介護予防訪問看
護ステーションの理学
療法士､作業療法士及
び言語聴覚士の場合

夜間若しくは早
朝の場合又は深
夜の場合

特別地域介護予
防訪問看護加算

緊急時介護予防
訪問看護加算
（※）

特別管理加算

　：　特別地域介護予防訪問看護加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注

リハビリテーショ
ンマネジメント
加算

短期集中リハビリ
テーション実施加算

　

　

５　介護予防居宅療養管理指導費

※　ロ（1）（二）又は（2）（二）について、がん末期の患者については、週2回かつ月8回算定できる。

介護老人保健施設
の場合

（１日につき　５００単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている利
用者に対して、当該薬剤の使用に関す
る必要な薬学的管理指導を行った場
合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

ロ　薬剤師が行
う場合

（１）　病院又は診療
所の薬剤師が行う場
合
（月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤師
の場合
（月４回を限度）

（一）　月１、２回目の場合
　　   　　　　（５５０単位）

（二）　月３回目以降の場合
　   　　　  　（３００単位）

（一）　月１回目の場合
　　　　   　　（５００単位）

（二）　月２回目以降の場合
　　　　   　　（３００単位）

（２）　介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在総診を算定する場合）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２９０単位）

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２５単位）

1月につき
＋２５０単位

1月につき
＋２９０単位

1月につき
 ＋５４０単位

退院（所）日又は新
たに要支援認定を
受けた日から３月以
内
　　＋２００単位

＋２０単位

＋１５／１００

注
情報提供が行われない場合
　　　　　　　　　　　　-１００単位

病院又は診療所
の場合

ハ　管理栄養士が行う場合（月２回を限度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３０単位）

ニ　歯科衛生士等が行う場合（月４回を限度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （３５０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５単位）

ロ　病院又は診
療所の場合

基本部分

イ　医師又は歯
科医師が行う場
合（月２回を限
度）

（１）　２０分未満（夜間・深夜・早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３０単位）

基本部分

（１）　介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（（２）以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （５００単位）

介護予防
訪問リハビリテー
ション費

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　２０分未満（夜間、早朝、深夜のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５単位）

イ　指定介護予
防訪問看護ス
テーションの場
合

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（１,１９８単位）

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所

30分未満
　　４２５単位を算定

30分以上1時間未満
８３０単位を算定

注

×９０／１００

夜間又は早朝
の場合

＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００
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６　介護予防通所介護費

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

７　介護予防通所リハビリテーション費

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法
士・言語聴覚
士、看護・介護
職員の員数が
基準に満たない
場合

注

×７０/１００ ×７０/１００

ホ　事業所評価加算　　　　　　　　（1月につき　１００単位を加算）

ハ　運動器機能向上加算　 　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ロ　運動器機能向上加算　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ハ　栄養改善加算　　　　　　　　　（1月につき　１００単位を加算）

ヘ　事業所評価加算　　　　　　　（1月につき　１００単位を加算）

ニ　口腔機能向上加算　　 　　　　（1月につき　１００単位を加算）

ニ　栄養改善加算　　　　　　  　　（1月につき　１００単位を加算）

ホ　口腔機能向上加算　　　 　　（1月につき　１００単位を加算）

基本部分

要支援１
　　　　（1月につき　２,４９６単位）

要支援２
　　　　（1月につき　４,８８０単位）

イ　介護予防通所リハビリテー
ション費

基本部分

イ　介護予防通所介護費

要支援１
　　　　（1月につき　２,２２６単位）

要支援２
　　　　（1月につき　４,３５３単位）

ロ　アクティビティ実施加算　　  　　（1月につき　８１単位を加算）

･･･平成18年４月改正箇所
　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ３、４を参照。）

･･･平成18年４月改正箇所
（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ３、４を参
照。）

注

×７０/１００ ×７０/１００

3



８　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

機能訓練体制
加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ４７８ 単位）

要支援２ （ ５９７ 単位）

要支援１ （ ５２２ 単位）

要支援２ （ ６５３ 単位）

要支援１ （ ４５０ 単位）

要支援２ （ ５６３ 単位）

要支援１ （ ５００ 単位）

要支援２ （ ６１９ 単位）

要支援１ （ ５５７ 単位）

要支援２ （ ６８１ 単位）

要支援１ （ ５５７ 単位）

要支援２ （ ６８１ 単位）

要支援１ （ ５２６ 単位）

要支援２ （ ６５７ 単位）

要支援１ （ ５２６ 単位）

要支援２ （ ６５７ 単位）

×９７／１００

（１）　単独
型介護予防
短期入所生
活介護費

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ハ　栄養管
理体制加算

（一）　併設型介護予防短期
入所生活介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）　併設型介護予防短期
入所生活介護費（Ⅱ）
<多床室>

（２）　併設
型介護予防
短期入所生
活介護費

（二）　単独型介護予防短期
入所生活介護費（Ⅱ）
<多床室>

ニ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（一）　併設型ユニット型介護
予防短期入所生活介護費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護
予防短期入所生活介護費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（２）　併設
型ユニット
型介護予防
短期入所生
活介護費

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

ロ　ユニット
型介護予防
短期入所生
活介護費
（1日につ
き）

（一）　単独型ユニット型介護
予防短期入所生活介護費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　単独型ユニット型介護
予防短期入所生活介護費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　単独
型ユニット
型介護予防
短期入所生
活介護費

･･･平成18年４月改正箇所

片道につき
　＋１８４単位

注

基本部分

イ　介護予
防短期入所
生活介護費
（1日につ
き）

×９７／１００ ×７０／１００
1日につき
＋１２単位

×７０／１００

（一）　単独型介護予防短期
入所生活介護費（Ⅰ）
＜従来型個室＞
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９　介護予防短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士又は
作業療法士の員
数が基準に満た
ない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

リハビリテーション
機能強化加算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ５５８ 単位）

要支援２ （ ６９８ 単位）

要支援１ （ ６１７ 単位）

要支援２ （ ７７１ 単位）

要支援１ （ ５５８ 単位）

要支援２ （ ６９８ 単位）

要支援１ （ ６１７ 単位）

要支援２ （ ７７１ 単位）

要支援１ （ ５５８ 単位）

要支援２ （ ６９８ 単位）

要支援１ （ ６１７ 単位）

要支援２ （ ７７１ 単位）

要支援１ （ ６２４ 単位）

要支援２ （ ７８０ 単位）

要支援１ （ ６２４ 単位）

要支援２ （ ７８０ 単位）

要支援１ （ ６２４ 単位）

要支援２ （ ７８０ 単位）

要支援１ （ ６２４ 単位）

要支援２ （ ７８０ 単位）

要支援１ （ ６２４ 単位）

要支援２ （ ７８０ 単位）

要支援１ （ ６２４ 単位）

要支援２ （ ７８０ 単位）

　：　特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーション機能強化加算は算定しない。

基本部分

注

（１）　介護
老人保健施
設介護予防
短期入所療
養介護費（1
日につき）

（一）　介護老人保健
施設介護予防短期入
所療養介護費（Ⅰ）

a.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

×９７／１００ ×７０／１００

（二）　介護老人保健
施設介護予防短期入
所療養介護費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護
職員を配置＞

×７０／１００

（三）　介護老人保健
施設介護予防短期入
所療養介護費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

1日につき
＋３０単位

片道につき
　＋１８４単位

b.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

a.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

×９７／１００

a.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（２）　ユニッ
ト型介護老
人保健施設
介護予防短
期入所療養
介護費（1日
につき）

（一）　ユニット型介護
老人保健施設介護予
防短期入所療養介護
費（Ⅰ）

a.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

b.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（二）　ユニット型介護
老人保健施設介護予
防短期入所療養介護
費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護
職員を配置＞

a.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

b.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（三）　ユニット型介護
老人保健施設介護予
防短期入所療養介護
費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

a.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

b.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（５）　緊急
時施設療養
費

（一）　緊急時治療管理
　（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（二）　特定治療

･･･平成18年４月改正箇所
･･･平成20年５月改正箇所

　（詳細については、別紙３「介護療養型老人保健施設
における介護報酬等の見直しに係る諮問について」Ｐ７
を参照。）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

（３）　栄養
管理体制加
算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）
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　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う
職員の勤務
条件基準を
満たさない
場合

利用者の数
及び入院患
者の数の合
計数が入院
患者の定員
を超える場
合

又
は

看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基
準に定めら
れた看護職
員の員数に
20/100を
乗じて得た
数未満の場
合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
で、医師の
数が基準に
定められた
医師の員数
に60/100
を乗じて得
た数未満で
ある場合

又
は

僻地の医師
確保計画を
届出たもの
以外で、医
師の数が基
準に定めら
れた医師の
員数に
60/100を
乗じて得た
数未満であ
る場合

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に配
置していな
い等ユニット
ケアにおけ
る体制が未
整備である
場合

廊下幅が設
備基準を満
たさない場
合

医師の配置
について医
療法施行
規則第４９
条の規定が
適用されて
いる場合

夜勤を行う
職員の勤務
条件に関す
る基準の区
分による加
算

利用者に対
して送迎を
行う場合

要支援１ （ ５３４ 単位）

要支援２ （ ６６７ 単位）

要支援１ （ ６１８ 単位）

要支援２ （ ７７２ 単位）

要支援１ （ ４９８ 単位）

要支援２ （ ６２２ 単位）

要支援１ （ ５８２ 単位）

要支援２ （ ７２７ 単位）

要支援１ （ ４７３ 単位）

要支援２ （ ５９１ 単位）

要支援１ （ ５５７ 単位）

要支援２ （ ６９６ 単位）

要支援１ （ ５３４ 単位）

要支援２ （ ６６７ 単位）

要支援１ （ ６１８ 単位）

要支援２ （ ７７２ 単位）

要支援１ （ ５３４ 単位）

要支援２ （ ６６７ 単位）

要支援１ （ ６１８ 単位）

要支援２ （ ７７２ 単位）

要支援１ （ ６２５ 単位）

要支援２ （ ７８１ 単位）

要支援１ （ ６２５ 単位）

要支援２ （ ７８１ 単位）

要支援１ （ ６２５ 単位）

要支援２ （ ７８１ 単位）

要支援１ （ ６２５ 単位）

要支援２ （ ７８１ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（７）　特定診療費

（５）　栄
養管理体
制加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

×９７／１００

（二）　ユニット型病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（４）　ユニット
型病院療養
病床経過型
介護予防短
期入所療養
介護費
（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床経過型介護予
防短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床経過型介護予
防短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

×９０／１００ ×９０／１００

（二）　病院療
養病床経過型
介護予防短期
入所療養介護
費（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護
予防短期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（３）　ユニット
型病院療養
病床介護予
防短期入所
療養介護費
（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

－２５単位 ×７０／１００

b.病院療養病床経過型介護
予防短期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

b.病院療養病床経過型介護
予防短期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

（２）　病院療
養病床経過
型介護予防
短期入所療
養介護費

（１日につき）

（一）　病院療
養病床経過型
介護予防短期
入所療養介護
費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護
予防短期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位 －１２単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）
　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）
　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）
　　＋７単位

片道につき
＋１８４単位

注

基本部分

（一）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

－１２単位

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

×７０／１００

a.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（１）　病院療
養病床介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

b.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（三）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

b.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床介護予防短
期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

　（詳細については、別紙３「介護療養型老人保健施設における介護報酬等の見直し
に係る諮問について」Ｐ７を参照。）

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ32、33を参

･･･平成18年７月改正箇所

･･･平成20年５月改正箇所

　（詳細については、別紙２「療養病床再編成に伴う介護報酬等の見直しに係る諮問案
について」を参照。）
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　ハ　療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注
利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ５１７ 単位）

要支援２ （ ６４６ 単位）

要支援１ （ ６０１ 単位）

要支援２ （ ７５１ 単位）

要支援１ （ ４４７ 単位）

要支援２ （ ５５９ 単位）

要支援１ （ ５３６ 単位）

要支援２ （ ６７０ 単位）

要支援１ （ ６０８ 単位）

要支援２ （ ７６０ 単位）

要支援１ （ ６０８ 単位）

要支援２ （ ７６０ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

×９７／１００

（２）　ユニット型
診療所療養病
床介護予防短
期入所療養介
護費
（１日につき）

（５）　特定診療費

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

a.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<従来型個室>
b.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<多床室>

（二）　診療所療
養病床介護予防
短期入所療養介
護費（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

a.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅰ）
<従来型個室>
b.診療所療養病床介
護予防短期入所療養
介護費（ⅱ）
<多床室>

（一）　診療所療
養病床介護予防
短期入所療養介
護費（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

･･･平成18年４月改正箇所

（３）　栄養管理
体制加算

･･･平成20年４月改正箇所

（１）　診療所療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費
（１日につき）

片道につき
　＋１８４単位

診療所療養病
床設備基準減

算
－６０単位

×７０/１００

基本部分

（一）　ユニット型診療所療養病床介護
予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型診療所療養病床介護
予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超え
る場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
ので、医師の数
が基準に定めら
れた医師の員数
に60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
の以外で、医師
の数が基準に定
められた医師の
員数に60/100
を乗じて得た数
未満である場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ８３３ 単位）

要支援２ （ ９９３ 単位）

要支援１ （ ９４４ 単位）

要支援２ （ １,０９８ 単位）

要支援１ （ ７６６ 単位）

要支援２ （ ９３４ 単位）

要支援１ （ ８５０ 単位）

要支援２ （ １,０３９ 単位）

要支援１ （ ７４３ 単位）

要支援２ （ ９０６ 単位）

要支援１ （ ８２７ 単位）

要支援２ （ １,０１１ 単位）

要支援１ （ ７３０ 単位）

要支援２ （ ８９０ 単位）

要支援１ （ ８１４ 単位）

要支援２ （ ９９５ 単位）

要支援１ （ ６６８ 単位）

要支援２ （ ８２８ 単位）

要支援１ （ ７７９ 単位）

要支援２ （ ９３３ 単位）

要支援１ （ ５７０ 単位）

要支援２ （ ７３０ 単位）

要支援１ （ ６５４ 単位）

要支援２ （ ８３５ 単位）

要支援１ （ ９４６ 単位）

要支援２ （ １,１０１ 単位）

要支援１ （ ９４６ 単位）

要支援２ （ １,１０１ 単位）

要支援１ （ ８５７ 単位）

要支援２ （ １,０４８ 単位）

要支援１ （ ８５７ 単位）

要支援２ （ １,０４８ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　（詳細については、別紙２「療養病床再編成に伴う介護
報酬等の見直しに係る諮問案について」を参照。）

（６）　特定診療費

（４）　栄養管理
体制加算

（一）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（二）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（２）　認知症
疾患型経過
型介護予防
短期入所療
養介護費
（１日につき）

（一）認知症疾患型経過型介護予防短期入所
療養介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

×９０／１００

×９７／１００

×７０／１００ ×９０／１００

（３）　ユニット
型認知症疾
患型介護予
防短期入所
療養介護費
（１日につき） 一

般
病
院

（二）　ユニット型
認知症疾患型
介護予防短期
入所療養介護
費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患
型介護予防短期入所
療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾患
型介護予防短期入所
療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

aユニット型.認知症疾患
型介護予防短期入所
療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

（一）　ユニット型
認知症疾患型
介護予防短期
入所療養介護
費（Ⅰ）

a.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

b.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

×９０／１００

b.ユニット型認知症疾患
型介護予防短期入所
療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）認知症疾患型経過型介護予防短期入所
療養介護費（Ⅱ）
<多床室>

大
学
病
院

b.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

（四）　認知症疾
患型介護予防
短期入所療養
介護費（Ⅳ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

基本部分

（二）　認知症疾
患型介護予防
短期入所療養
介護費（Ⅱ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<4：1>

（三）　認知症疾
患型介護予防
短期入所療養
介護費（Ⅲ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<5：1>

a.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

（１）　認知症
疾患型介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

大
学
病
院

一
般
病
院

（一）　認知症疾
患型介護予防
短期入所療養
介護費（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

（五）　認知症疾
患型介護予防
短期入所療養
介護費（Ⅴ）
<一般病院>
経過措置型

･･･平成18年４月改正箇所
･･･平成18年７月改正箇所

注

a.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予
防短期入所療養介護
費（ⅱ）
<多床室>

×７０／１００ －１２単位
片道につき

　＋１８４単位

×７０／１００ ×９０／１００

8



　ホ　基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注
利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ４１１ 単位）

要支援２ （ ５３４ 単位）

要支援１ （ ４９５ 単位）

要支援２ （ ６４３ 単位）

･･･平成18年４月改正箇所

×７０／１００
片道につき

　＋１８４単位

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

基本部分

（１）　基準適合診療所介護予防
短期入所療養介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（２）　基準適合診療所介護予防
短期入所療養介護費（Ⅱ）
<多床室>

（３）　栄
養管理体
制加算

(一)　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

(二)　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）
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１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

介護職員の員数
が基準に満たない
場合

個別機能訓練加
算

要支援１ （ ２１４ 単位）

要支援２ （ ４９４ 単位）

・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス

・介護予防福祉用具貸与

１１　介護予防福祉用具貸与費

　：　特別地域介護予防福祉用具貸与加算は、支給限度額管理の対象外となる算定項目

歩行器

介護予防福祉用具
貸与費
（現に指定介護予防
福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事
業所の所在地に適用
される１単位の単価で
除して得た単位数）

車いす

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

特殊寝台

基本部分

注

特別地域介護予防福祉用具貸与加
算

※　要支援１又は要支援２の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止
用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める
状態にある者又は施行の日より６か月を超えない期間において当該種目に係る指定介護予防福祉用具貸与を受
ける者を除く。）

車いす付属品

交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される１単位の単価で除して
得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００／１
００を限度）

移動用リフト

体位変換器

手すり

スロープ

ロ　外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介
護費
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき   ６３ 単位）

委託先である指定介護予防サービス事業者により
介護予防サービスが行われる場合基本部分

×７０／１００
イ　介護予防特定施設入居者
生活介護費
　　（1日につき）

１日につき
＋１２単位

　通常の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの
区分支給限度額を限度とする。

　（介護予防通所介護の選択的サービス（運動
機能向上、栄養改善、口腔機能向上）の加算
が可能）

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所

　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定につい
て」Ｐ25を参照。）

注

×７０／１００
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Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

介護予防支援費

ロ　初回加算　　　　　　　　　　　　（２５０単位）

イ　介護予防支援費（1月につき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

基本部分

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ12を参
照。）
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Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　夜間対応型訪問介護費

　２　認知症対応型通所介護費

　３　小規模多機能型居宅介護費

　４　認知症対応型共同生活介護費

　５　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　６　地域密着型介護老人福祉施設サービス

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　夜間対応型訪問介護費

注
３級訪問介護
員により行われ
る場合

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）　　 　　　　　　　（１月につき　２,７６０単位）

×７０／１００
随時訪問サービス費(Ⅰ)
　　　　　　　　　　（１回につき　５８０単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)
　　　　　　　　　　（１回につき　７８０単位）

･･･平成18年４月改正箇所
　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ６、７を
参照。）

基本夜間対応型訪問介護費
　　　　　　　　　（１月につき　１,０００単位）

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

定期巡回サービス費
　　　　　　　　　　(１回につき　３４７単位)

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００
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２　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合 又

は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

経過的要介護 （ ４９３ 単位）

要介護１ （ ５２６ 単位）

要介護２ （ ５７８ 単位）

要介護３ （ ６３０ 単位）

要介護４ （ ６８２ 単位）

要介護５ （ ７３５ 単位）

経過的要介護 （ ６６８ 単位）

要介護１ （ ７１５ 単位）

要介護２ （ ７８９ 単位）

要介護３ （ ８６４ 単位）

要介護４ （ ９３８ 単位）

要介護５ （ １,０１３ 単位）

経過的要介護 （ ９０１ 単位）

要介護１ （ ９６７ 単位）

要介護２ （ １,０７１ 単位）

要介護３ （ １,１７５ 単位）

要介護４ （ １,２８０ 単位）

要介護５ （ １,３８４ 単位）

経過的要介護 （ ４４８ 単位）

要介護１ （ ４７７ 単位）

要介護２ （ ５２３ 単位）

要介護３ （ ５７０ 単位）

要介護４ （ ６１７ 単位）

要介護５ （ ６６３ 単位）

経過的要介護 （ ６０３ 単位）

要介護１ （ ６４５ 単位）

要介護２ （ ７１１ 単位）

要介護３ （ ７７８ 単位）

要介護４ （ ８４４ 単位）

要介護５ （ ９１１ 単位）

経過的要介護 （ ８１０ 単位）

要介護１ （ ８６９ 単位）

要介護２ （ ９６２ 単位）

要介護３ （ １,０５５ 単位）

要介護４ （ １,１４８ 単位）

要介護５ （ １,２４１ 単位）

経過的要介護 （ ２２６ 単位）

要介護１ （ ２３５ 単位）

要介護２ （ ２４３ 単位）

要介護３ （ ２５２ 単位）

要介護４ （ ２６０ 単位）

要介護５ （ ２６９ 単位）

経過的要介護 （ ３２３ 単位）

要介護１ （ ３３５ 単位）

要介護２ （ ３４８ 単位）

要介護３ （ ３６０ 単位）

要介護４ （ ３７２ 単位）

要介護５ （ ３８４ 単位）

経過的要介護 （ ４５２ 単位）

要介護１ （ ４６９ 単位）

要介護２ （ ４８６ 単位）

要介護３ （ ５０３ 単位）

要介護４ （ ５２０ 単位）

要介護５ （ ５３７ 単位）

基本部分

注

（一）
３時間以上
４時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

×７０/１００ ×７０/１００

（２）　認知
症対応型通
所介護費
（ⅱ）

（一）
３時間以上
４時間未満

（三）
６時間以上
８時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

（３）　６時間以上
８時間未満

ロ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅱ）

イ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅰ）

（三）
６時間以上
８時間未満

（１）　３時間以上
４時間未満

（２）　４時間以上
６時間未満

（１）　認知
症対応型通
所介護費
（ⅰ）

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
　

９時間以上
10時間未満の場合

＋１００単位

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
　

９時間以上
10時間未満の場合

＋１００単位

１日につき
　＋５０単位

×７０/１００

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
　

９時間以上
10時間未満の場合

＋１００単位

１回につき
＋１００単位
（月２回
限度）

１回につき
＋１００単位
（月２回
限度）

入浴介助を
行った場合

個別機能訓
練加算

１日につき
＋２７単位

･･･平成18年４月改正箇
（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ７を参照。）

栄養マネジメ
ント加算

口腔機能向
上加算

２時間以上３
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合

６時間以上８時
間未満の認知症
対応型通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行
う場合

2



３　小規模多機能型居宅介護費

登録者数が登
録定員を超え
る場合 又

は

経過的要介護 （ ４，４６９ 単位）
要介護１ （ １１，４３０ 単位）
要介護２ （ １６，３２５ 単位）
要介護３ （ ２３，２８６ 単位）
要介護４ （ ２５，５９７ 単位）
要介護５ （ ２８，１２０ 単位）

４　認知症対応型共同生活介護費

注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

要介護１ （ ８３１ 単位）

要介護２ （ ８４８ 単位）

要介護３ （ ８６５ 単位）

要介護４ （ ８８２ 単位）

要介護５ （ ９００ 単位）

要介護１ （ ８６１ 単位）

要介護２ （ ８７８ 単位）

要介護３ （ ８９５ 単位）

要介護４ （ ９１２ 単位）

要介護５ （ ９３０ 単位）

注

×７０／１００ ×７０／１００

基本部分

イ　認知症対応型共
同生活介護費（１日
につき）

ロ　短期利用共同生
活介護費（１日につ
き）

×９７／１００

又
は

基本部分

×７０／１００

注

看護・介護職員
の員数が基準
に満たない場合

×７０／１００

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　医療連携体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３９単位を加算）

イ　小規模多機能型
居宅介護費
　　(1月につき）

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ７、８を参
照。）

　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ５、６を参
照。）

･･･平成18年４月

･･･平成18年４月

3



５　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注

要介護１ （ ５４９ 単位）

要介護２ （ ６１６ 単位）

要介護３ （ ６８３ 単位）

要介護４ （ ７５０ 単位）

要介護５ （ ８１８ 単位）

ロ　夜間看護体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につ
き）

個別機能訓練加
算

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

･･･平成18年４月改正箇所

　　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定につ
いて」Ｐ８、９を参照。）

×７０／１００
１日につき
＋１２単位

基本部分

4



６　地域密着型介護福祉施設サービス
注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

重度化対応加
算

準ユニットケア
加算

専従の常勤医
師を配置して
いる場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支
援体制加算

要介護１ （ ５７７ 単位）

要介護２ （ ６４８ 単位）

要介護３ （ ７１８ 単位）

要介護４ （ ７８９ 単位）

要介護５ （ ８５９ 単位）

要介護１ （ ６３９ 単位）

要介護２ （ ７１０ 単位）

要介護３ （ ７８０ 単位）

要介護４ （ ８５１ 単位）

要介護５ （ ９２１ 単位）

要介護１ （ ６５７ 単位）

要介護２ （ ７２８ 単位）

要介護３ （ ７９８ 単位）

要介護４ （ ８６９ 単位）

要介護５ （ ９２９ 単位）

要介護１ （ ６５７ 単位）

要介護２ （ ７２８ 単位）

要介護３ （ ７９８ 単位）

要介護４ （ ８６９ 単位）

要介護５ （ ９２９ 単位）

要介護１ （ ７４１ 単位）

要介護２ （ ８０８ 単位）

要介護３ （ ８７６ 単位）

要介護４ （ ９４３ 単位）

要介護５ （ １,０１０ 単位）

要介護１ （ ８０３ 単位）

要介護２ （ ８７０ 単位）

要介護３ （ ９３８ 単位）

要介護４ （ １,００５ 単位）

要介護５ （ １,０７２ 単位）

要介護１ （ ７４１ 単位）

要介護２・３ （ ８４５ 単位）

要介護４・５ （ ９７６ 単位）

要介護１ （ ８０３ 単位）

要介護２・３ （ ９０７ 単位）

要介護４・５ （ １,０３８ 単位）

要介護１ （ ８０８ 単位）

要介護２ （ ８７５ 単位）

要介護３ （ ９４３ 単位）

要介護４ （ １,０１０ 単位）

要介護５ （ １,０７７ 単位）

要介護１ （ ８０８ 単位）

要介護２ （ ８７５ 単位）

要介護３ （ ９４３ 単位）

要介護４ （ １,０１０ 単位）

要介護５ （ １,０７７ 単位）

要介護１ （ ８０８ 単位）

要介護２・３ （ ９１２ 単位）

要介護４・５ （ １,０４３ 単位）

要介護１ （ ８０８ 単位）

要介護２・３ （ ９１２ 単位）

要介護４・５ （ １,０４３ 単位）

･･･平成18年４月改正箇所（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ９を参照。）

＋２０単位＋１２単位

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

基本部分

ハ　経過的
地域密着
型介護福
祉施設
サービス費

（１）　地域密着型介護福祉施設サービス費
（Ⅰ）（1日につき）
<従来型個室>

ニ　ユニッ
ト型介護老
人福祉施
設における
経過的地
域密着型
介護福祉
施設サー
ビス

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

＋５単位

＋５単位

＋１０単位 ＋２６単位＋５単位

×９７／１００

×７０／１００ ×７０／１００

×９７／１００

ヨ　小規模拠点集合型施設加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

ヘ　退所時
等相談援
助加算

カ　在宅・入所相互利用加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ワ　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

チ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（３）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

リ　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

ル　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（１）　管理栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１２単位を加算）

（２）　栄養士配置加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ト　栄養管
理体制加
算

個別機能訓練
加算

イ　地域密
着型介護
福祉施設
サービス費

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３２０単位を算定

ホ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（２）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（１）　退所前後訪問相談援助加算
　（入所中１回（又は２回）、退所後１回を限度に４６０単位を算定）

注　外泊時費用

（一）　旧措置入所者経過的地
域密着型介護福祉施設サービ
ス費（Ⅰ）
<従来型型個室>
（二）　旧措置入所者経過的地
域密着型介護福祉施設サービ
ス費（Ⅱ）
<多床室>

（２）　ユニット型
旧措置入所者
経過的地域密
着型介護福祉
施設サービス
費（１日につき）

（２）　地域密着型介護福祉施設サービス費
（Ⅱ）（1日につき）
<多床室>

（１）　ユニット型地域密着型介護福祉施設サー
ビス費（Ⅰ）（1日につき）
<ユニット型個室>

（２）　ユニット型地域密着型介護福祉施設サー
ビス費（Ⅱ）（1日につき）
<ユニット型準個室>

（一）　経過的地域密着型介護
福祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>（１）　経過的地

域密着型介護
福祉施設
サービス費（1
日につき）

ロ　ユニット
型地域密
着型介護
福祉施設
サービス費

注　身体拘束廃止未実施減算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

×９７／１００

（2）　旧措置入
所者経過的地
域密着型介護
福祉施設サー
ビス費（1日につ
き）

（一）　ユニット型経過的地域密
着型介護福祉施設サービス費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型経過的地域密
着型介護福祉施設サービス費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　ユニット型
経過的地域密
着型
介護福祉施設
サービス費（１
日につき）

（一）　ユニット旧措置入所者経
過的地域密着型介護福祉施
設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>
（二）　ユニット型旧措置入所者
経過的地域密着型介護福祉
施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）　経過的地域密着型介護
福祉施設サービス費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　看取り介護加算（Ⅰ）　　　（１６０単位）

（２）　看取り介護加算（Ⅱ）　　　　（８０単位）

ヌ　経口維持加算（１日につ
き）

ヲ　看取り介護加算（1日に
つき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）
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Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合 又

は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

要支援１ （ ４６０ 単位）

要支援２ （ ５０９ 単位）

要支援１ （ ６２１ 単位）

要支援２ （ ６９１ 単位）

要支援１ （ ８３５ 単位）

要支援２ （ ９３４ 単位）

要支援１ （ ４１９ 単位）

要支援２ （ ４６２ 単位）

要支援１ （ ５６１ 単位）

要支援２ （ ６２４ 単位）

要支援１ （ ７５１ 単位）

要支援２ （ ８３９ 単位）

要支援１ （ ２１８ 単位）

要支援２ （ ２３０ 単位）

要支援１ （ ３１１ 単位）

要支援２ （ ３２９ 単位）

要支援１ （ ４３５ 単位）

要支援２ （ ４６０ 単位）

･･･平成18年４月改正箇所
（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬等の改定について」Ｐ７を参照。）

栄養改善加算 口腔機能向上
加算

入浴介助を
行った場合

個別機能訓練
加算

２時間以上３時
間未満の介護
予防認知症対
応型通所介護
を行う場合

６時間以上８時間未
満の介護予防認知
症対応型通所介護
の前後に日常生活上
の世話を行う場合

１月につき
　＋１００単位

１月につき
　＋１００単位

（２）　介護
予防認知症
対応型通所
介護費（ⅱ）
（旧併設型）

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
９時間以上

10時間未満の場合
＋１００単位

＋２７単位

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
９時間以上

10時間未満の場合
＋１００単位

×７０/１００

（二）
４時間以上
６時間未満

イ　介護予
防認知症対
応型通所介
護費（Ⅰ） （一）

３時間以上
４時間未満

（三）
６時間以上
８時間未満

×７０/１００

（１）　３時間以上
　　　　４時間未満

（２）　４時間以上
　　　６時間未満

（３）　６時間以上
　　　　８時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

（三）
６時間以上
８時間未満

（一）
３時間以上
４時間未満

ロ　介護予
防認知症対
応型通所介
護費（Ⅱ）

１日につき
　＋５０単位

×７０/１００

×７０/１００

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
９時間以上

10時間未満の場合
＋１００単位

基本部分

注

（１）　介護
予防認知症
対応型通所
介護費（ⅰ）
（旧単独型）
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

登録者数が登
録定員を超える
場合

看護・介護職員
の員数が基準
に満たない場合

要支援１ （ ４,４６９ 単位）

要支援２ （ ７,９９５ 単位）

３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

イ　介護予防認知症対応
型共同生活介護費

要支援２ （ ８３１ 単位）

ロ　介護予防短期利用共
同生活介護費

要支援２ （ ８６１ 単位）

　（詳細については、別紙１「平成18年度介護
報酬等の改定について」Ｐ７、８を参照。）

･･･平成18年４月改正箇所

･･･平成18年４月改正箇所

　（詳細については、別紙１「平成18年度介護報酬
等の改定について」Ｐ５、６を参照。）

イ　介護予防小規模多機
能型居宅介護費
(1月につき）

基本部分

×７０／１００

注

又
は

×７０／１００

注

×７０／１００ ×７０／１００

又
は

基本部分

×９７／１００

ロ　初期加算
　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）
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別紙１ 

平成１８年度介護報酬等の改定について 

－概要－ 
 

 

Ⅰ 基本的な考え方 
 

１．改定をめぐる状況と改定率 
  ○ 平成１８年度介護報酬改定においては、限られた財源を有効に活用するた

め、現行の各サービスの報酬・基準について、効率化・適正化の観点から見

直しを行う必要がある。 

また、今回は、介護保険法改正法等の施行に伴う制度的な見直しや診療報

酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分担・連携の明確化などの課題への

対応が求められる。 

 

  ○ こうした状況や賃金・物価の動向等の昨今の経済動向、介護事業経営の実

態、保険財政の状況、平成１７年度介護報酬改定等を踏まえ、制度の持続可

能性を高め、保険料負担の上昇をできる限り抑制する観点から、全体で

▲０．５％の介護報酬改定を行うものである。 
 
  （参考） 

      介護報酬改定率     ▲０．５％［▲２．４％］ 

       （内訳） 

         在宅分  平均▲１％ 

               在宅軽 度  平均▲５％ 

               在宅中重度  平均＋４％ 

         施設分  平均±０％［▲４％］ 

        ※［ ］は平成１７年１０月改定分を含めた率。 

         

 
２．基本的な視点 
○ 今回の改定では、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」という介護保険の

基本理念を踏まえ、次のような基本的な視点に基づき、各サービスの報酬・基

準についての見直しを行う。 

 

 （１）中重度者への支援強化 

     ○ サービスの充実が求められている中重度者、とりわけ、在宅中重度者について、

各サービスの充実と在宅生活継続のための支援の強化を図る。また、施設や居住

系サービスにおける重度化対応や終末期ケアへの対応を強化する。 

     さらに、難病やがん末期の患者の在宅介護ニーズへの対応など、専門的ケアの

充実を図る。 
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 （２）介護予防、リハビリテーションの推進 

     ○  予防給付として提供される介護予防サービスについては、軽度者の状態を踏ま

えつつ、自立支援の観点に立った効果的・効率的なサービス提供体制を構築し、

目標指向型のサービス提供を徹底する観点から報酬・基準の設定を行う。 

 

   ○ また、リハビリテーションについては、在宅復帰・在宅生活支援の観点を重視

した短期・集中的なサービス提供や、サービス提供過程（プロセス）重視の視点

に立った評価を行う。 

 

 （３）地域包括ケア、認知症ケアの確立 

     ○  今後重要性を増す認知症ケアの充実や、施設から在宅へという基本的方向の中

で、在宅生活の継続を支える環境づくりを進める。このため、地域包括支援セン

ターを中心とした地域包括ケアのネットワークを活用するとともに、新たに創設

される地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介護

等の推進、早めの住み替えに対応した居住系サービスの多様化などの見直しを行

う。 

 

   ○ さらに、認知症ケアについては、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

の質・機能の向上や認知症対応型通所介護、若年性認知症ケアなどの充実を図る。 

 

 （４）サービスの質の向上 

     ○  利用者にとって自立支援のための最適なサービスの組合せを多職種協働で総合

的に設計し、提供するケアマネジメントの仕組みが公正中立に機能し得るよう、

プロセス重視の視点に立った見直しを行う。 

 

   ○ また、研修体系の見直し等を行い、サービス担当者の専門性の向上を図るとと

もに、施設等における利用者の生活・療養環境の改善を図る。 

     さらに、利用者との十分な意思疎通に基づく適切なケアマネジメントの実施を

前提とし、サービスの質、機能などに応じ、プロセス、成果を積極的に評価する。 

 

   ○ 制度改正により情報公表の仕組みの導入や事業者規制の見直しが行われること

を踏まえ、利用者の視点に立ったサービス情報の提供を推進するとともに、不適

正な事業者を適切に排除する観点から、基準の明確化、指導・監査の徹底を図る。 

 
 （５）医療と介護の機能分担・連携の明確化 
     ○  今回の介護報酬改定が、診療報酬との同時改定であることも踏まえ、在宅及び

施設における医療と介護の機能分担・連携の明確化を図る。このため、医療との

連携が必要な要介護者への対応を強化する観点から、ケアマネジメントにおける

主治医等との連携や在宅サービス提供体制の整備を進める。 

 

   ○ また、介護療養型医療施設については、療養病床の在り方とこれに対する介護

保険と医療保険の機能分担の明確化、さらに、介護保険施設の将来像を踏まえ、

一定の期限を定めて、利用者の実態にも留意しつつ、「在宅復帰・在宅生活支援

重視型の施設」や「生活重視型の施設」などへの移行等を図る。 



 

Ⅱ 各サービスの報酬・基準の見直しの内容 
 

１ 介護予防サービス 

 

○ 介護予防サービスについては、「日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の

維持・改善可能性の高い」軽度者の状態に即した自立支援と「目標指向型」の

サービス提供を推進する観点から、ケアマネジメントの徹底を図りつつ、報酬・

基準の設定を行う。 

   また、要支援者に係る支給限度額については、介護予防サービスの報酬設定

を踏まえ、適正化の観点から設定する。 
 

（参考）要支援者の支給限度額：要支援１    4,970 単位／月 

要支援２   10,400 単位／月 

 

（１）介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション 

  ○ 介護予防の観点から積極的な役割が期待される通所系サービスについては、

日常生活上の支援などの「共通的サービス」と、運動器機能向上、栄養改善、

口腔機能向上の「選択的サービス」に分け、それぞれについて月単位の定額

報酬とする。また、目標の達成度に応じた事業所評価について、要支援度の

維持・改善を指標として試行的に導入する。 
 

ア 基本単位（共通的サービス） 
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   介護予防通所介護費（新規） 

                       

介護予防通所介護費 
要支援１     2,226 単位／月 
要支援２     4,353 単位／月 

介護予防通所リハビリテーション費 
要支援１      2,496 単位／月 
要支援２       4,880 単位／月

   介護予防通所 

リハビリテーション費（新規） 
 

    ※いずれも、送迎、入浴を基本単位に包括する。 

 

イ 各種加算（選択的サービス等） 

①運動器機能向上加算 

理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が共同して利用者の運動器

機能向上に係る個別の計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、

定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算す

る。 
 

 225 単位／月運動器機能向上加算（新規） 



②栄養改善加算 

低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士等が看

護職員、介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切な

サービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施し

た場合に加算する。 

 

 100 単位／月栄養改善加算（新規） 

 

③口腔機能向上加算 

口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対し、歯科衛生士

等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実

施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算

する。 

 

 100 単位／月口腔機能向上加算（新規） 

 

④アクティビティ実施加算（介護予防通所介護のみ） 

利用者に対して、計画的にアクティビティ（集団的に行われるレクリエー

ション、創作活動等の機能訓練をいう。）を実施した場合に加算する。 

 

  81 単位／月アクティビティ実施加算（新規） 

 

⑤事業所評価加算 

上記の①～③の加算の対象となる事業所について、試行的取組として、評

価対象となる期間（原則として各年１月～１２月までの期間）において、利

用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価

期間の次年度における当該事業所のサービス提供につき加算する。 

 

 100 単位／月事業所評価加算（新規） 

 

 

（２）介護予防訪問介護 

 ○ 予防給付の訪問介護の対象者については、本人が自力で家事等を行うこと

が困難な場合であって、家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの代

替サービスが利用できない場合について、適切なケアマネジメントに基づき

サービスを提供するものとする。 
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○ 予防給付の訪問介護サービスは、現行の訪問介護における身体介護・生活

援助の区分を一本化するとともに、現行の時間別の評価を月単位の定額報酬

とする。通院等乗降介助については、要支援者であることから、現行と同様、

報酬上の評価は行わないこととする。 

 

 介護予防訪問介護費（Ⅰ） 
＜週１回程度の利用が必要な場合＞ 
要支援１・要支援２  1,234 単位／月 
 
介護予防訪問介護費（Ⅱ） 
＜週２回程度の利用が必要な場合＞ 
要支援１・要支援２  2,468 単位／月 
 
介護予防訪問介護費（Ⅲ） 
＜（Ⅱ）を超える利用が必要な場合＞ 
要支援２       4,010 単位／月 

 

 

 

介護予防訪問介護費（新規） 

 

 

 

 

 

（３）その他の介護予防サービス 

○ 介護予防支援については「３ 居宅介護支援・介護予防支援」（P12）に、

介護予防訪問入浴介護については「４ 訪問系サービス」（P14）に、介護予

防福祉用具貸与・販売については、「８ 福祉用具貸与・販売」（P25）に記載。 

○ 上記以外の介護予防サービスの報酬の基本構造については、介護給付と同

じとする。 

 

２ 地域密着型サービス 

 

 ○ 地域密着型サービスについては、住み慣れた自宅や地域での生活を継続でき

るようにするため、認知症ケアの充実を図り、地域に開かれた良質なサービス

提供を確保する一方、小規模であるために高コスト、非効率なサービス提供と

ならないようにする観点から、報酬・基準の設定を行う。 

 

（１）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

○ 中重度となっても住み慣れた自宅や地域において在宅生活を継続すること

を支える観点から、「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応じ、

随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービス類型とする。 

○ 指定基準については、柔軟な事業実施を可能とする観点から、人員設備等

の基準を定めるとともに、地域に開かれた事業運営を確保するため、利用者

の家族や地域の関係者等を含めた意見交換・運営点検のための「運営推進会

議（仮称）」の設置や管理者等への研修受講の義務付け、外部評価等の実施

などを定める。 
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※ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護の人員配置等について 

（利用定員） 
  １事業所当たりの登録定員      ２５名以下 
  「通い」の１日当たり定員   概ね１５名以下 
  「泊まり」の１日当たり定員   概ね ９名以下 
（人員配置） 
  管理者（常勤）  １名（事業所内の他の業務との兼務可） 
  介護・看護職員 
   日中：通いの利用者３人に対して１名＋訪問介護対応１名 
   夜間：泊まりと夜間の訪問介護対応のため２名（１名は宿直可） 
  介護支援専門員  １名（事業所内の他の業務との兼務可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 要支援１    4,469 単位／月 

 要支援２    7,995 単位／月 

経過的要介護  4,469 単位／月 

要介護１   11,430 単位／月 

 要介護２   16,325 単位／月 

 要介護３   23,286 単位／月 

 要介護４   25,597 単位／月 

 要介護５   28,120 単位／月 

 介護予防小規模多機能

居宅介護費（新規） 型  
小規模多機能型居宅 
介護費（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 小規模多機能型居宅介護を利用している間は算定できないサービス 

（居宅サービス） 
  訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、 
  短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援 
（地域密着型サービス） 
  夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型

   特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

※介護予防小規模多機能型居宅介護についても、上記と同様のサービスについて、算定する

ことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

○ 夜間対応型訪問介護については、夜間において、①定期巡回の訪問介護サ

ービス、②利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、③利用者の通報

に応じ調整・対応するオペレーションサービスを組み合わせて提供するサー

ビス類型とし、これに対応した報酬体系を設定する。 

  ○ 報酬体系は、次の２つの類型のいずれかの選択とする。 

   （Ⅰ）オペレーションセンターを設置する場合 

   （Ⅱ）（Ⅰ）以外の場合等 
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夜間対応型訪問介護費（Ⅰ） 

  基本夜間対応型訪問介護費  1,000 単位／月

  定期巡回サービス費       347 単位／回

  随時訪問サービス費（Ⅰ）    580 単位／回

    随時訪問サービス費（Ⅱ）   780 単位／回
 
夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）   2,760 単位／月

 

  夜間対応型訪問 

介護費（新規） 

 

 

 

 
※小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護については、市町村が独自に設定した指

定基準において、サービスの質を確保するための特別な要件を課している場合等で、市町

村からの申請に基づき厚生労働大臣が個別に認定した際には、当該市町村においては、通

常よりも高い報酬を算定できることとする。（平成１９年度～） 

 

 

 

 
 
 

（３）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

○ 従来の①単独型及び②併設型に加え、認知症高齢者グループホーム等の共

用スペースを活用して少人数（３名以下）を受け入れる類型を創設するとと

もに、①及び②については定員を１０名から１２名に拡大する。 
 

 介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅱ）
 
認知症対応型通所介護費（Ⅱ） 

〈６時間以上８時間未満の場合〉 

  要支援１      435 単位 

  要支援２      460 単位 

  経過的要介護    452 単位 

  要介護１      469 単位 

  要介護２      486 単位 

  要介護３      503 単位 

  要介護４      520 単位 

  要介護５      537 単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防認知症対応型 
通 所介護（Ⅱ）(新規) 
認知症対応型通所介護（Ⅱ）(新規)    
※認知症高齢者グループホーム等の共

用スペース等を活用する形態 
 

 

 

 

（４）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 
○ 指定基準において、ケアの質の向上や地域に開かれた事業運営を確保する

観点から、利用者の家族や地域の関係者等を含めた「運営推進会議（仮称）」

の設置や管理者等への研修受講の義務付け、外部評価等の実施などの徹底を

図る。 

○ また、火災など非常災害時における通報・連携体制や非常災害に際して必

要となる設備の整備について、基準上明確化する。（※非常災害時の対策に

係る運営基準の見直しは、訪問系以外の全サービスに共通。） 
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ア 基本単位 

夜間においては夜勤を義務付け、これに伴う基本単位の見直しを行う。（現

行の夜勤ケア加算は廃止。） 

 

要介護１   796 単位 
要介護２   812 単位 
要介護３   828 単位 
要介護４   844 単位 
要介護５   861 単位 

 要支援２   831 単位／日 
要介護１   831 単位／日 

 要介護２   848 単位／日 
 要介護３   865 単位／日 
 要介護４   882 単位／日 
 要介護５   900 単位／日 

 

 

 

 

 

 

イ 短期利用共同生活介護費の創設（ショートステイ利用） 

一定の要件を満たしている事業所において、１つの共同生活住居（ユニッ

ト）につき定員の枠内で１名を限度として、あらかじめ３０日以内の期間を

定めてサービス提供を行った場合に算定する。 

 要支援２   861 単位／日 
要介護１   861 単位／日 

 要介護２   878 単位／日 
 要介護３   895 単位／日 
 要介護４   912 単位／日 
 要介護５   930 単位／日 

 

短期利用共同生活 
介護費（新規） 

 

 

 

 

 

ウ 医療連携体制加算の創設 

    グループホームの職員として又は訪問看護ステーション等との契約により

看護師を１名以上確保し２４時間連絡可能な体制としているとともに、入居

者が重度化し看取りの必要が生じた場合等における対応の指針を定めて、入

居の際に入居者又は家族等への説明・同意を行っているなど、健康管理・医

療連携体制を強化している場合に算定する。 

 

     39 単位／日 
 

医療連携体制加算（新規） 
 

 

（５）地域密着型特定施設入居者生活介護 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護については、効率的かつ地域に開かれ

た事業運営を確保する観点から基準を見直すとともに、それを踏まえた介護

報酬の設定を行う。  

 

ア 基本単位 

 
要 介護度別に設定。 
※単位数は特定施設入居者生活介護費と同じ。
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地域密着型特定施設 
入居者生活介護費（新規） 

 



イ 夜間看護体制加算の創設 

医療ニーズへの対応の観点から、夜間における看護体制について、一定の

要件を満たすものについて加算を行う。 

 

  10 単位／日 夜間看護体制加算（新規） 
 
   ※算定要件については、特定施設入居者生活介護費における夜間看護体制加

算と同じ。 

 

 

（６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、効率的かつ地域

に開かれた事業運営を確保する観点から基準を見直すとともに、それを踏ま

えた介護報酬の設定を行う。  

 

ア 基本単位 (1)地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
 ［従来型個室］ 
(2)地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅱ） 
 ［多床室］ 
(3)ユニット型地域密着型介護福祉施設 

サービス費（Ⅰ）［ユニット型個室］ 
(4)ユニット型地域密着型介護福祉施設 

サービス費（Ⅱ）［ユニット型準個室］  
※単位数は介護福祉施設サービス費と同じ。 

 

 

地域密着型介護福祉施設 
サービス費（新規） 

 

 

 

 

 

 

※平成１８年３月３１日以前に指定介護老人福祉施設の指定を受けた定員２６人以上２９

人以下の施設であって、地域密着型介護老人福祉施設の指定を受けたものと見なされたも

のについては、平成２１年３月３１日までの経過的な措置として、小規模介護福祉施設サ

ービス費と同等の単位数を算定する。 

 

 

 

 

 

 

イ 加算 

加算の構成については、次のものを除き、介護福祉施設サービス費と同様

とする。 

 

 
50 単位／日小規模拠点集合型施設加算（新規）

 

※同一敷地内に複数の居住単位を設けている場合であって、１つの居住単位

が 5人以下の場合に算定。 
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３ 居宅介護支援・介護予防支援 

 

○ 介護給付の居宅介護支援については、業務に要する手間・コストの適正な反

映、プロセスに応じた評価、公正中立、サービスの質の向上の観点から見直し

を行う。また、予防給付の介護予防支援については、利用者の実態や給付管理

業務の簡素化等を踏まえた報酬設定を行う。 

 

（１）居宅介護支援 

ア 基本単位 

  要介護者のサービス利用状況や業務の実態を適切に反映した報酬体系とする観

点から要介護度別の設定とする。また、標準担当件数について現行の５０件を３５

件に引き下げる一方、標準担当件数を一定程度超過する場合の逓減制を導入する。 

 
居宅介護支援費(Ⅰ) 

＜取扱件数が４０件未満＞ 

要介護１・２     1,000 単位／月 

要介護３・４・５  1,300 単位／月  

 

 

 

 
居宅介護支援費(Ⅱ) 

＜取扱件数が４０件以上６０件未満＞ 

要介護１・２      600 単位／月 

要介護３・４・５   780 単位／月  

 

 
居宅介護支援費 

850 単位／月  
 

 
居宅介護支援費(Ⅲ) 

＜取扱件数が６０件以上＞ 

要介護１・２      400 単位／月 

要介護３・４・５   520 単位／月  

 

 

 

 
経過的要介護居宅介護支援費（Ⅳ） 

経過的要介護     850 単位／月 
 

 

  注①：取扱件数については、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件数に

１／２を乗じて得た件数を含めて算定する。 

 注②：介護予防支援業務に係る受託は、介護支援専門員１人当たりにつき８人を限度とす

る旨、基準上明確化する。 

 

 

 
 ※上記の注①について、既存事業者については、取扱件数の算定に当たっては、平成１８

年９月末までの間、介護予防支援に係る受託及び経過的要介護者の数を除く。  

  ※上記の注②については、既存事業者については、平成１８年１０月から適用する。 

 

イ 加算等 

①初回加算の創設 

初回（新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の２

段階以上の変更認定を受けた場合）の居宅介護支援費に加算する。また、

退院・退所時には、より高い額を加算する。 

 10



 初回加算(Ⅰ) 

＜初回時＞ 

250 単位／月 

 
初回加算（新規）  

初回加算(Ⅱ) 

＜退院・退所時＞ 

600 単位／月 

 

 
 

※算定要件 

初回加算Ⅰ：①新規に居宅サービス計画を策定した場合 

      ②要介護状態区分が２段階以上変更となった場合 

初回加算Ⅱ：初回加算Ⅰの要件を満たしている場合であって、３０日を超える入

院・入所期間を経た後の退院・退所に当たって、病院・施設等と居宅

サービス事業者との連携を図りつつ、居宅サービス計画を策定した場

合。ただし、同一の利用者について前回の算定から６月間以上を経過

していること。 
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②特定事業所加算の創設 

    中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い

人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所に加算す

る。 

 

 

 

※算定要件 

    過去３か月において次の要件を満たした事業所について算定できる。 

    ・主任介護支援専門員である管理者を配置していること。（当分の間、介護支援専

門員とし３年以上の経験を有し、一定の研修等を修了した者をあてる。） 

    ・常勤専従の介護支援専門員が３人以上配置されていること。 

    ・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を定期的に開催して

いること。 

    ・利用者のうち、中重度者（要介護３～５）の占める割合が 60％以上であること。 

    ・２４時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されていること。 

    ・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させていること。 

    ・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託し、地域包括支援

センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

    ・減算要件に該当していないこと。 

    ・介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が３５件を超えておらず、かつ

介護予防支援業務の委託を受けていないこと。 

特定事業所加算（新規）  500 単位／月 

 

 

 



③特定事業所集中減算の創設 

 

 
▲200 単位／月 特定事業所集中減算（新規）

 
 

※算定要件 

正当な理由なく、当該事業所において前６月間に作成されたケアプランに位置付け

られた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が

９０％以上である場合に減算。ただし、当該事業所のケアプラン数が一定数以下で

ある場合等一定の条件を満たす場合を除く。 

 

 

④運営基準減算の見直し 

＜減算要件に該当した場合＞ 

基本単位数の 70％を算定 
  
＜上記減算が２か月以上継続している場合＞

基本単位数の 50％を算定  

 

 
運営基準減算 

 

 
 

※減算の要件 

・サービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会を行っていない場合（ケアプ

ランの新規作成、要介護更新認定、要介護区分の変更認定の場合には、サービス

担当者会議の開催を条件とする。） 

・居宅サービス計画原案を利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得

た上で、計画を利用者及び担当者に交付していない場合 

・特段の事情なく１か月に 1度利用者の居宅を訪問して、利用者に面接しない場合 

・モニタリング結果を記録していない状態が１か月以上継続している場合 

 

（２）介護予防支援 

ア 基本単位 

基本単位については、利用者の実態や給付管理業務の簡素化等を踏まえ、適正化

の観点から報酬水準を設定する。 

 
介護予防支援費（新規）  400 単位／月  

 

イ 初回加算 

    新規に介護予防サービス計画を作成した場合の介護予防支援費に加算す

る。 

 

250 単位／月 初回加算（新規）  
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４ 訪問系サービス 

 

（１）訪問介護 

ア 基本単位 

介護給付の訪問介護については、予防給付と異なり、身体介護の割合が高

いこと等を踏まえ、将来的な報酬体系の機能別再編を視野に入れつつ、当面

は現行の身体介護・生活援助の区分を維持し、生活援助の長時間利用につい

て適正化を図る。 

 

 生活援助 生活援助 
 (1)30 分以上１時間未満（208 単位） (1)30 分以上１時間未満(208 単位)
 (2)1 時間以上     (291 単位)(2)1 時間以上 (291 単位に 30分を増す

 ごとに＋83 単位) 

 

  イ 加算等 

①特定事業所加算の創設 

サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確

保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業

所について加算する。 

 

特定事業所加算(Ⅱ) 

＜体制要件、人材要件に適合する場合＞ 

  基本単位数の 10％を加算 

特定事業所加算(Ⅰ) 

＜体制要件、人材要件、重度対応要件のいず

れにも適合する場合＞ 

  基本単位数の 20％を加算 

 

 

 
特定事業所加算（新規） 

 

 
特定事業所加算(Ⅲ) 

＜体制要件、重度対応要件に適合する場合＞ 

  基本単位数の 10％を加算 

 

 

※算定要件 
〈体制要件〉 

①事業所のヘルパー（登録者を含む。以下同じ。）に対して計画的に研修（外
部研修の受講を含む。）を実施。 

②サービス提供責任者が、ヘルパーに対し、サービス提供前に文書等確実な方
法により、利用者に関する情報等の伝達を行うとともに事後に報告を受けて
いること。 

③ヘルパーの健康診断等を定期的に実施。 
      〈人材要件〉 

①事業所のヘルパーについて介護福祉士の割合が３０％以上。 
②サービス提供責任者の全てが５年以上の経験を有する介護福祉士。 

〈重度対応要件〉 
当該事業所の訪問介護サービスの利用者（予防給付を含む。）のうち要介護

４又は５の割合が２０％以上 
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②３級ヘルパー減算の見直し 
 

(予防給付) 

 ３級ヘルパー減算 

 基本単位数の 90％を算定 
 基本単位数の 80％を算定 

 
 

(介護給付) 

 ３級ヘルパー減算 

 基本単位数の 90％を算定 

 基本単位数の 70％を算定 
 

 

   ※３級ヘルパーに係る介護報酬の算定は、平成２１年３月３１日までとす

る。 

 

（２）訪問入浴介護 

   介護給付の訪問入浴介護については、現行と同様とする。予防給付の介護予

防訪問入浴介護については、人員要件を緩和（介護職員を２名から１名に緩和）

し、報酬水準を適正化する。 

 

854 単位／回 介護予防訪問入浴介護（新規） 

 

 

（３）訪問看護 

○ 訪問看護については、２４時間対応体制の強化、在宅ターミナルケアへの

対応などの観点から、短時間訪問の評価や緊急時訪問看護加算、ターミナル

ケア加算の見直し等を行う。 

 

ア 基本単位 

    早朝・夜間、深夜における短時間訪問（２０分未満）の評価を創設すると

ともに、言語聴覚士による訪問についても算定対象とし、訪問時間に応じた

評価とする。 

 

 ＜指定訪問看護ステーションの場合＞ 
 ２０分未満（早朝･夜間、深夜のみ算定可）

285 単位／回  
短時間訪問の評価（新規） 

＜病院又は診療所の場合＞  
２０分未満（早朝･夜間、深夜のみ算定可）

230 単位／回 
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理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が指定訪問看護を行った場合 
 

理学療法士又は作業療法士

が指定訪問看護を行った場

合       830 単位 

 
30 分未満      425 単位／回 

 
30 分以上１時間未満 830 単位／回 

 

 

イ 緊急時訪問看護加算 

緊急時訪問看護加算を算定している利用者であって、医療機器等を使用し

ている特別な管理が必要な状態の者（※）について、夜間帯に計画外の訪問

を行った場合に、早朝・夜間、深夜加算が算定できるよう算定要件を見直す。 

     ※特別管理加算を算定する状態の者 

 

ウ ターミナルケア加算  

    現行の「前月訪問」要件を見直す一方、ターミナルケアのプロセスを重視

する観点から算定要件を見直すとともに、在宅以外で２４時間以内に死亡し

た場合も評価の対象とする。なお、本加算は、介護予防訪問看護においては

算定しない。 

 
変更なし ターミナルケア加算 1,200 単位／死亡月 

 
※算定要件 

以下の全ての要件を満たした場合に算定できる。 

①死亡前２４時間以内のターミナルケアを実施していること。 

②２４時間連絡体制が確保された事業所であること。 

③ターミナルケアの提供について訪問看護記録書に記録されていること（看取りを含

めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセ

スメント及び対応の経過が記録されていること等） 

上記を全て満たし、在宅以外で２４時間以内に死亡した利用者についても算定できる。 

 

 

（４）訪問リハビリテーション 

○ 訪問リハビリテーションについては、在宅復帰・在宅生活支援の観点から

短期・集中的なサービス提供の評価を行う。 

 

ア 基本単位 

 
訪問リハビリテーション費 

        500 単位／日 
 

※言語聴覚士が訪問した場合も算定可

とする。 

訪問リハビリテーション費 

 550 単位／日 
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  イ 加算等 

①リハビリテーションマネジメント加算の創設 

     より効率的・効果的なリハビリテーションを実施する観点から、介護支

援専門員を通じ、居宅サービスを担う他の事業所に対して日常生活上の留

意点、介護の工夫等の情報の伝達を行うなど多職種協働の推進を評価する。 

 

 
リハビリテーション 
マネジメント加算（新規） 

20 単位／日  

 

 

②短期集中リハビリテーション実施加算の創設 

退院・退所後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における

日常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的にリハビリテーショ

ンを実施した場合に加算する。（現行の日常生活活動訓練加算は、リハビリ

テーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテーション実施加算の

創設に伴い廃止する。） 

 

 退院・退所日又は認定日から起算して

１月以内の場合    330 単位／日  短期集中リハビリテーション

実施加算（新設）  
退院・退所日又は認定日から起算して

１月超３月以内の場合 200 単位／日 
 

 

〈※介護予防訪問リハビリテーションの場合〉 

 

退院・退所日又は認定日から起算して

３月以内の場合   200 単位／日 
短期集中リハビリテーション 
実施加算（新設） 

 

 

 

※算定要件 

・短期集中リハビリテーション実施加算は、予防給付、介護給付のいずれにおいて

もリハビリテーションマネジメント加算の算定を要件とする。 

・予防給付、介護給付のいずれにおいても、集中的な訪問リハビリテーションとは、

１週につきおおむね２日以上実施した場合をいう。 

 

 

（５）居宅療養管理指導 

  ○ 居宅療養管理指導については、医師・歯科医師によるサービス担当者会議

への参加や文書での情報提供の徹底、管理栄養士による在宅の低栄養者への

多職種協働を踏まえた栄養ケア・マネジメントの評価、歯科衛生士による口

腔機能の維持・向上指導等の強化等について評価の見直しを行う。 
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ア 医師・歯科医師による居宅療養管理指導 

    医師・歯科医師による居宅療養管理指導については、その機能としての「情

報提供」と「指導・助言」のそれぞれの算定要件を明確化するとともに、「情

報提供」を行わない場合には減算を行う。 
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※算定要件 

    以下の要件を全て満たす場合に１月に２回を限度として算定できる。 

・指定居宅介護支援事業者等に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提

供を行っていること。 

・利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方

法等についての指導及び助言を行っていること。 

変更なし 
 

※指定居宅介護支援事業者等に対する情報 

 提供が行われていない場合に 100 単位 

を減算 

②居宅療養管理指導費（Ⅱ）

     290 単位／回 
変更なし 

①居宅療養管理指導費（Ⅰ）

     500 単位／回 

 

 

 

 
※算定要件 

指定居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供

を行った場合に、１月に２回を限度として算定できる。 

 

イ 管理栄養士による居宅療養管理指導 

    管理栄養士による居宅療養管理指導については、通院・通所が困難な低栄

養状態の在宅要介護者に対し、多職種協働により、栄養ケア計画の策定、計

画に基づく栄養管理や定期的な評価・見直しの実施、家族、ヘルパー等への

情報提供、助言の実施といった一連のプロセスを行う栄養ケア・マネジメン

トを新たに評価する。 

管理栄養士が行う場合 

     530 単位／回 
変更なし 

 

 

 
※算定要件 

以下の基準のいずれにも適合する事業所の管理栄養士が、利用者の居宅を訪問し、
栄養管理に係る情報提供又は指導若しくは助言を行った場合に、１月に２回を限
度として算定できる。 
①低栄養状態にあると医師が診断した者に対して、医師、歯科医師、看護師、薬

剤師等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能や食形態にも配慮した栄養ケ
ア計画を作成していること。 

②栄養ケア計画に従い栄養管理を行うとともに、利用者又はその家族等に対して、
栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的
に記録していること。 

③栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画の見直しを行っ
ていること。 



ウ 歯科衛生士等による居宅療養管理指導 

    歯科衛生士等による機動的な訪問が行えるよう、歯科衛生士等が訪問でき

る場合として、歯科医師の訪問診療の日から３月以内とする一方、指導内容

の充実を図るとともに、初回加算の廃止や回数制限により報酬水準の適正化

を図る。 

 
歯科衛生士が行う場合 

 (一)月の１回目の算定の場合   550 単位／回

 (二)月の２回目以降の算定の場合 300 単位／回

歯科衛生士が行う場合 

     350 単位／回 
 

 

 

 

※算定要件 

以下の基準のいずれにも適合する事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、

訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、実地指

導を行った場合に、１月に４回を限度として算定できる。 

①居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者に対して、歯科医師、

歯科衛生士等が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態や摂食・嚥下機能に配慮

した管理指導計画を作成していること。 

②管理指導計画に従い、療養上必要な指導として、利用者の口腔内の清掃、有床

義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用

者、その家族等に対して実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定

期的に記録していること。 

③管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画の見直しを行っ

ていること。 

 
 

エ 薬剤師による居宅療養管理指導 

    医療保険との整合性の観点から、がん末期の患者について１月当たりの算

定限度を８回にする等の見直しを行う。 

 

 

５ 通所系サービス 

 

 ○ 介護給付の通所系サービスについては、予防給付と異なり、一定時間高齢者

を預かり家族の負担の軽減を図る機能も有していること等を踏まえ、現行の時

間単位の体系を維持しつつ、機能に応じた評価を行う。 

 

(1) 基本単価 

基本単価においては、軽度者と重度者の報酬バランスを見直すとともに、規

模に応じた報酬設定（通所介護は３段階、通所リハビリテーションは２段階）

とする。また、送迎加算を基本単価に包括するとともに、入浴加算は一本化す

る。 
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ア 通所介護 

 小規模事業所の場合 

 ※前年度の１月当たり平均利用延人員（要

支援を含む。以下同じ。）が３００人以内

の事業所の場合 
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単独型通所介護費 
  
〈６時間以上８時間未満の場合〉 〈６時間以上８時間未満の場合〉 
経過的要介護  707 単位 

要支援     572 単位 
要介護１    790 単位 

要介護１・２  709 単位  要介護２    922 単位 
要介護３～５ 1,006 単位  要介護３   1,055 単位 

要介護４   1,187 単位  

要介護５   1,320 単位  
 

 
※送迎を基本単位に包括。  

 

 
通常規模型事業所の場合 

 
※前年度の１月当たり平均利用延人員が 

 

 

 

 

 

併設型通所介護費 
 
〈６時間以上８時間未満の場合〉

要支援     482 単位 
要介護１・２  614 単位 
要介護３～５   903 単位 

３００人を超える事業所の場合 
 
〈６時間以上８時間未満の場合〉 

経過的要介護  608 単位 
要介護１    677 単位 
要介護２    789 単位 
要介護３     901 単位  
要介護４   1,013 単位 

 
要介護５   1,125 単位 

  
 ※送迎を基本単位に包括。  
 

○ 前年度の１月当たり平均利用延人員が９００人超の場合は、上記の単位数に 

90／100 を乗じた単位数で算定する。 

 

  イ 通所リハビリテーション 

 〈６時間以上８時間未満の場合〉 
 経過的要介護  591 単位  
〈６時間以上８時間未満の場合〉 要介護１    688 単位  
要支援     563 単位 要介護２    842 単位 

 
要介護３     995 単位 要介護１・２  699 単位 

 要介護４   1,149 単位 要介護３～５   972 単位 
 要介護５   1,303 単位  

 
 

※送迎を基本単位に包括。  
 

○ 前年度の１月当たり平均利用延人員が９００人超の場合は、上記の単位数に 

90／100 を乗じた単位数で算定する。 

 



(2) 加算 

（通所介護・通所リハビリテーション共通） 

ア 栄養マネジメント加算の創設 

低栄養状態にある者又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士が看

護職員、介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切な

サービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施し

た場合に加算する。 

 

100 単位／回 

※月２回まで。原則３か月 

 

栄養マネジメント加算（新規） 

 

 

イ 口腔機能向上加算の創設 

口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者に対し、歯科衛生士等

が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、

定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算す

る。 
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口腔機能向上加算（新規）           

 

100 単位／回 

※月２回まで。原則３か月  

 

 

ウ 若年性認知症ケア加算の創設 

若年性認知症の利用者を対象に、高齢者とはサービス提供単位を区分して

利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算する。 

 

若年性認知症ケア加算（新規） 60 単位／日 
 

 

エ 入浴加算の見直し 

 

入浴介助加算 44 単位／回  
入浴介助加算 50 単位／回 

特別入浴介助加算  

       65 単位／回  

 

（通所介護） 

オ 個別機能訓練加算（機能訓練体制加算の見直し） 

個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、現行の機能訓練体制加算

（27 単位／日）の算定要件を見直し、個別の機能訓練実施計画を策定し、こ

れに基づきサービス提供を行った場合に加算する。 

 



（通所リハビリテーション） 

カ リハビリテーションマネジメント加算の創設 

現行の個別リハビリテーション加算を見直し、個別のリハビリテーション

実施計画の策定等の一連のリハビリテーションプロセスを実施するととも

に、介護支援専門員を通して、居宅サービスを担う他の事業所に対して日常

生活上の留意点、介護の工夫等の情報の伝達を行うなど多職種協働の推進を

行った場合に加算する。 

 

キ 短期集中リハビリテーション実施加算の創設 

退院・退所直後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における

日常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的に、リハビリテーショ

ンを実施した場合に加算する。 

 

 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 

20 単位／日 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 

退院・退所後又は認定日 

1 月以内    180 単位／日 

退院・退所後又は認定日 

1 月超３月以内 130 単位／日 

退院・退所後又は認定日 

３月超     80 単位／日 

個別リハビリテーション加算 

退院・退所後又は認定日 

1 年以内 130 単位／日 

退院・退所後又は認定日 

1 年超   100 単位／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 療養通所介護費の創設 

難病やがん末期の要介護者など、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の

中重度者等の通所ニーズに対応する観点から、医療機関や訪問看護サービス等

との連携体制や安全かつ適切なサービス提供のための体制を強化した通所サー

ビスの提供について、報酬上の評価を創設する。 

 
(1)３時間以上６時間未満  

1,000 単位／日 療養通所介護費（新規） 
(2) 6 時間以上 8時間未満  

1,500 単位／日  

                              ※定員は５名以内とする。 

６ 短期入所系サービス 

○ 短期入所系サービスについては、緊急ニーズに対応するための事業者間の

ネットワーク体制の構築や虐待ケースへの対応、医療ニーズと介護ニーズを

併せ持つ在宅の中重度者等への対応の観点から、報酬上の評価の見直しを行

う。 
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（１）短期入所系サービス共通 

ア 緊急短期入所ネットワーク加算の創設 

緊急的な短期入所利用に対応するため、複数の短期入所事業者が連携して

調整窓口の明確化や24時間相談可能な体制を確保等を行った場合に加算す

る。 
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 緊急短期入所ネットワーク加算（新設） 50 単位／日 

 

イ 虐待等のケースへの対応 

   虐待等のケースについては、災害時における超過定員と同様の取扱い（定

員超過の上限を定めない）とする。 

 

 

（２）短期入所療養介護 

○ 日帰り利用の創設 

難病やがん末期の要介護者など、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅

の中重度者等の生活の質の向上、家族等の介護負担の軽減等の観点から、短

期入所療養介護において日帰り利用を行った場合を評価する。 

 

特定短期入所療養介護費（新設）   760 単位／日  

 

 

（３）短期入所生活介護 

○ 在宅中重度加算の創設 

  短期入所生活介護事業所において、夜間帯に看護職員を配置するなど、医

療機関等との連携を図りつつ、施設における看護体制の強化を図った場合の

加算を創設する。 

  また、訪問看護サービスを利用している在宅の中重度者が、短期入所の場

においても、なじみの訪問看護師からサービス提供が受けられる体制を確保

した場合の加算を創設する。 

 

夜間看護体制加算（新設） 
 
 
在宅中重度者受入加算（新設） 

10 単位／日 

 

 

425 単位／日 

（夜間看護体制加算を算定し

ている場合は 415 単位／日） 

 

 

  

 

 

 



 

※算定要件 

    ○夜間看護体制加算 

次の全ての要件を満たした場合に算定できる。 

①常勤の看護師（※平成１９年３月３１日までの間は看護職員でも可。）を１名以

上配置し、看護責任者を定めていること。 

②看護職員により、又は医療機関・訪問看護ステーションとの連携により、２４時

間連絡体制を確保し、健康上の管理等を行う体制を確保していること。 

    ○在宅中重度者受入加算 

      短期入所生活介護事業所において、利用者が利用している訪問看護事業所に、短期入

所サービスとして健康上の管理等を行わせた場合に算定できる。 

 

 

７ 特定施設入居者生活介護 

 

 ○ 特定施設入居者生活介護については、軽度者と重度者の報酬水準のバランス

を見直すとともに、特定施設の範囲の見直し、早めの住み替えに対応した外部

サービス利用型のサービス形態の導入を行う。養護老人ホームについても外部

サービス利用型の仕組みを活用できるようにする。 

 

(1) 基本単位 

軽度者と重度者の報酬水準のバランスを見直すとともに、高齢者専用賃貸住

宅のうち十分な居住水準を満たすものへの適用を行う。 

 

特定施設入居者生活介護費及び  
特定施設入所者生活介護費 介護予防特定施設入居者生活介護費 

要支援１    214 単位／日 
要支援２    494 単位／日 
経過的要介護  214 単位／日 
要介護１    549 単位／日 
要介護２    616 単位／日 
要介護３    683 単位／日 
要介護４    750 単位／日 
要介護５    818 単位／日

 
 要支援    238 単位／日 

 要介護１     549 単位／日 
要介護２   616 単位／日  
要介護３     683 単位／日  
要介護４     750 単位／日 

 要介護５     818 単位／日 
 

 

(2) 加算 

○夜間看護体制加算の創設 

医療ニーズへの対応の観点から、夜間における看護体制について、一定の

要件を満たすものについて、加算を行う。 

 
    10 単位／日 夜間看護体制加算（新規） 
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※算定要件 

次の全ての要件を満たした特定施設（外部サービス利用型の特定施設を除く。）につい

て算定できる。 

・常勤の看護師（※平成１９年３月３１日までの間は看護職員でも可。）を１名以上配置

し、看護責任者を定めていること。 

・看護職員により、又は医療機関・訪問看護ステーションとの連携により、２４時間連絡

体制を確保し、健康上の管理等を行う体制を確保していること。 

・重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者、その家族等への説明を

行い、同意を得ていること。 

 

(3) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の創設 

○ 特定施設入居者生活介護費の類型として、 

①生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認の実施は、特定施設の従事

者が実施し、 

②介護サービスの提供については、当該特定施設が外部サービス提供事業者

と契約することにより提供する、 

新たなサービス類型を創設する。 

 
＜基本部分＞ 

介護給付        84 単位／日 
予防給付          63 単位／日 

＜出来高部分／介護給付＞ 
イ 訪問介護 
・身体介護      90 単位／１５分 

（１時間３０分以上の場合、540単位に１５分増すごとに＋37単位） 

・生活援助      45 単位／１５分（１時間３０分までの評価） 
・通院等乗降介助   90 単位／１回 

ロ 他の訪問系サービス及び通所系サービス 
    通常の各サービスの基本部分の単位の 90／100 の単位 
ハ 指定福祉用具貸与 

    貸与額を適用（対象品目・対象者も通常のサービスと同様） 
＜出来高部分／予防給付＞ 

イ 訪問系サービス及び通所系サービス 
    通常の各サービスの基本部分の単位の 90／100 の単位 

ロ 指定福祉用具貸与 
    貸与額を適用（対象品目・対象者も通常のサービスと同様） 

 
＜限度額：基本部分＋出来高部分の限度額とする。＞ 

経過的要介護     6,505 単位／月 
要介護１      16,689 単位／月 
要介護２      18,726 単位／月 
要介護３      20,763 単位／月 
要介護４      22,800 単位／月 
要介護５      24,867 単位／月 

※予防給付は、居宅サービスの区分支給限度額を適用。 
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※算定要件 

・基本部分は、特定施設の職員による特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、

利用者の生活相談等の業務について算定する。 

・訪問介護・介護予防訪問介護は、３級課程の訪問介護員によるサービス提供を除く。 

訪問看護・介護予防訪問看護は、保健師、看護師等によるサービス提供に限る。 

・介護予防通所介護・通所リハビリテーションは、選択的サービスの部分（運動器機能向

上、栄養改善、口腔機能向上）の加算を可能とする（加算額は通常の介護予防通所介護・

通所リハビリテーションの加算額の 90/100）。 

 25

 

 

(4) 養護老人ホームにおける特定施設入居者生活介護サービス 

養護老人ホームにおいて、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費」

を活用できることとする。 

 

 

８ 福祉用具貸与・販売 

 

 ○ 要支援者（要支援１・要支援２）及び要介護１の者に対する福祉用具の貸与

については、要支援者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、現行の「福

祉用具の選定の判断基準」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しに

くい次の品目については、一定の例外となる者（※）を除き保険給付の対象と

しないこととする。（既に福祉用具貸与を受けている利用者に対しては、平成１８

年４月１日から６月間の経過措置を置く。） 

   ・特殊寝台（付属品を含む） 

・車いす（付属品を含む） 

   ・床ずれ防止用具及び体位変換器 

   ・認知症老人徘徊感知器 

   ・移動用リフト 

 

※例外となる者の範囲については別に告示で定める。 

〈特殊寝台の場合〉 

  次のいずれかに該当する者 

   ・日常的に起きあがりが困難な者 

   ・日常的に寝返りが困難な者 

(注)「起きあがり」「寝返り」等の判断については、要介護認定データを活用して客観的に

判断。 

 

 

 



 

９ 介護保険施設 

 

○ 介護保険施設については、ユニット型個室と多床室との報酬水準の見直しな

ど平成１７年度介護報酬改定に関連した課題への対応、経営状況等を踏まえた

見直しを行う。 

 

○ また、介護保険施設の将来像としては、医療保険との機能分担の明確化を図

りつつ、「生活重視型の施設」又は「在宅復帰・在宅生活支援重視型施設」への

集約を図る。こうした将来像を踏まえ、１８年度改定においては、中重度者へ

の重点化、在宅復帰支援機能の強化、サービスの質の向上等の観点から見直し

を行う。 

 

（１）各施設共通事項 

ア 基本単位の見直し 

平成１７年度介護報酬改定における答申を踏まえ、ユニット型個室と多床

室との報酬設計のバランス、施設の経営状況等を踏まえた報酬水準の見直し

を行う。 

※ 上記に伴い、ユニット型個室に係る社会福祉法人軽減の特例は廃止。 

 

【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム】 

① ユニット型介護福祉施設サービス費（ユニット型個室・ユニット型準個室） 
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要介護１     641 単位／日 

要介護２   688 単位／日 

要介護３     736 単位／日 

要介護４     784 単位／日 

要介護５     831 単位／日 

要介護１     657 単位／日 

要介護２   728 単位／日 

要介護３     798 単位／日 

要介護４     869 単位／日 

要介護５     929 単位／日 

 

② 介護福祉施設サービス費（多床室） 

 

 

 

 

要介護１     659 単位／日 

要介護２   730 単位／日 

要介護３     800 単位／日 

要介護４     871 単位／日 

要介護５     941 単位／日 

要介護１     639 単位／日 

要介護２   710 単位／日 

要介護３     780 単位／日 

要介護４     851 単位／日 

要介護５     921 単位／日 

 

 

 



【介護保健施設（老人保健施設）】 

① ユニット型介護保健施設サービス費（ユニット型個室・ユニット型準個室） 

 
要介護１     689 単位／日 

要介護２   738 単位／日 

要介護３     791 単位／日 

要介護４     845 単位／日 

要介護５     898 単位／日 

要介護１     784 単位／日 

要介護２   833 単位／日 

要介護３     886 単位／日 

要介護４     940 単位／日 

要介護５     993 単位／日 

 

 

 

 

 

② 介護保健施設サービス費（多床室） 
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要介護１     801 単位／日 

要介護２   850 単位／日 

要介護３     903 単位／日 

要介護４     957 単位／日 

要介護５    1010 単位／日 

要介護１     781 単位／日 

要介護２   830 単位／日 

要介護３     883 単位／日 

要介護４     937 単位／日 

要介護５     990 単位／日 

 

 

 

【介護療養型医療施設(病院・診療所)】 

① ユニット型療養型介護療養施設サービス費（ユニット型個室・ユニット型

準個室） 

  

  

 

  

要介護１     690 単位／日 

要介護２   800 単位／日 

要介護３    1038 単位／日 

要介護４    1139 単位／日 

要介護５    1230 単位／日 

要介護１     785 単位／日 

要介護２   895 単位／日 

要介護３    1133 単位／日 

要介護４    1234 単位／日 

要介護５    1325 単位／日  

② 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)（多床室） 

 
要介護１     802 単位／日 

要介護２   912 単位／日 

要介護３    1150 単位／日 

要介護４    1251 単位／日 

要介護５    1342 単位／日 

要介護１     782 単位／日 

要介護２   892 単位／日 

要介護３    1130 単位／日 

要介護４    1231 単位／日 

要介護５    1322 単位／日 

 

 

 

 

 

イ ユニット型施設に関する基準等の見直し 

質の高い個別ケアを推進する観点から、ユニット型施設の人員配置等につ

いて基準上の明確化を行うとともに、これを満たしていない場合は、基本単

価を 97／100 で算定する。 

※基準 
 ・日中においては、ユニット毎に常時 1 人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

・夜間及び深夜においては、２ユニット毎に１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び
深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

 ・ユニット毎に常勤のユニットリーダーを配置すること。

 

 

 



ウ 経口維持加算の創設 

現行の経口移行加算を見直し、経口で食事が摂取できるものの摂食機能障

害を有し、誤嚥が認められる者に対し、多職種協働により摂食・嚥下機能に

配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い特別な管理を行う場合に加算す

る。 

 経口移行加算 

経管栄養の者を対象  28 単位／日 

経口維持加算 

Ⅰ 著しい誤嚥が認められる者を対象 

 28 単位／日 

Ⅱ 誤嚥が認められる者を対象（新設） 

      5 単位／日 

（算定は原則１８０日まで） 

経口移行加算 

経管栄養の者・著しい誤

嚥が認められる者を対象 

    28 単位／日 

（算定は原則１８０日まで）

 

 

 

 

 

 

 

 
※経口維持加算Ⅱの算定要件 

・経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められるもの（水

飲みテスト等による医師の確認が必要）を対象とし、以下の基準に適合していること。 

・入院患者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

・誤嚥等によるリスクの管理体制が適切に整備されていること。 

・食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。 

・上記を多職種協働により実施するための体制が施設において構築されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 在宅復帰支援機能の強化 

退所後の在宅生活について本人・家族等の相談支援を行うとともに、居宅

介護支援事業者や主治医との連携を図るなど、在宅復帰支援を積極的に行い、

かつ、一定割合以上の在宅復帰を実現している施設について加算を創設する。 
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在宅復帰支援機能加算(新設)       10 単位／日 

 

オ サービスの質の確保 

① 感染症管理体制の強化 

介護保険施設における感染症管理体制の徹底を図る観点から、感染症へ

の対応方策を基準上明確化する。 

 

② 介護事故に対する安全管理体制の強化 

介護老人福祉施設及び介護老人保健施設について、介護事故に対する安

全管理体制の確保を基準上明確化する。 



 

③ 身体拘束廃止に向けた取組みの強化 

身体拘束については、現行基準上、原則として行ってはならず、例外的

に行う場合においても理由等の記録を行うことが義務付けられているが、

こうした基準を満たしていない場合には減算する。 

 

身体拘束廃止未実施減算（新設）         ▲5 単位／日 

 

（２）介護老人福祉施設 

ア 重度化対応加算の創設 

入所者の重度化等に伴う医療ニーズの増大等に対応する観点から、看護師

の配置と夜間における２４時間連絡体制の確保、看取りに関する指針の策定

などの一定の要件を満たす場合に加算する。 

 

10 単位／日 重度化対応加算（新設） 

 

※算定要件 

次の全ての要件を満たした場合に算定できる。 

・常勤の看護師（※平成１９年３月３１日までの間は看護職員でも可。）を１名以上配置し、

看護責任者を定めていること。 

・看護職員により、又は医療機関・訪問看護ステーションとの連携により、２４時間連絡体

制を確保し、健康上の管理等を行う体制を確保していること。 

・看取りに関する指針を策定し、入所の際に、入所者、家族等への説明を行い、同意を得て

いること。 

・看取りに関する職員研修を行っていること。 

・看取りのための個室を確保していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 準ユニットケア加算の創設 

ユニット型施設に準ずるケア（１２人程度の小グループ単位でのケア、プ

ライバシーに配慮した居室、ユニット型施設と同等の人員配置等）を行って

いる従来型施設について加算する。 
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準ユニットケア加算(新設)      5 単位／日 

 

 

 

 

 



ウ 看取り介護加算の創設 

アの加算を算定している施設で、医師が終末期にあると判断した入所者に

ついて、医師、看護師、介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得

ながら看取り介護を行った場合に、死亡前３０日を限度として、死亡月に加

算する。 

 
＜施設・居宅で死亡＞  160 単位／日

＜上記以外で死亡＞    80 単位／日
看取り介護加算(新設)      

 

 

エ 在宅・入所相互利用加算の創設 

在宅生活を継続する観点から、在宅と施設それぞれの介護支援専門員が利

用者に関する情報交換を十分に行いつつ、複数の利用者が在宅期間及び入所

期間（入所期間については３か月を限度。）を定めて、介護老人福祉施設の同

一の個室を計画的に利用する場合に加算する。 
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在宅・入所相互利用加算(新設)      30 単位／日 

 

 

（３）介護老人保健施設 

ア 試行的退所サービス費の創設 

入所者であって退所が見込まれる者が、在宅において試行的に訪問介護等

のサービスを利用する場合に、当該期間、施設サービス費に代えて算定する

試行的退所サービス費を創設する（１月につき６日を限度）。 

※ 施設はこのサービス費の範囲内で、訪問介護事業所等と契約して在宅サ

ービス提供を行う。 

 
800 単位／日         試行的退所サービス費(新設)

 

 

イ サテライト型老人保健施設サービス費の創設 

地域の中に立地し、在宅に近い生活環境の下で在宅復帰の支援を行う小規

模(２９人以下)の老人保健施設について、基準の緩和等を図りつつ、報酬上

評価する。                 

※ 単位数は、介護老人保健施設と同じ。 

※ 算定は１８０日を限度とする。 

 

 



ウ リハビリテーション機能加算の見直し 

現行のリハビリテーション機能強化加算を見直し、個別のリハビリテーシ

ョン計画の策定等の一連のリハビリテーションプロセスを実施するとともに、

多職種協働による短期・集中的なリハビリテーションを評価する。 

 
リハビリテーションマネジメ

ント加算 25 単位／日 

短期集中リハビリテーション

実施加算（入所後３か月以内）

      60 単位／日 

 
リハビリテーション機能強化 

加算     30 単位／日 

  

 

 

 

 

エ 認知症ケアの見直し 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

軽度の認知症の入所者に対して在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的

として実施される短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合に

加算する。 

 
認知症短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算（新設） 
（入所後３か月以内） 

60 単位／日 
 

 

 

 

② 認知症専門棟加算の見直し 

ユニットケアの普及等を踏まえ、算定要件について、施設・設備を中心

とした従来の要件から、個別ケアの実施へと見直す。 

 
算定要件に個別ケアの

要件を追加 
認知症専門棟加算 76 単位／日  

 

 

 

（４） 介護療養型医療施設 

 

ア リハビリテーションの見直し(特定診療費) 

① リハビリテーションマネジメント加算、短期集中リハビリテーション実

施加算の創設 

現行の「リハビリテーション計画加算」、「日常動作訓練指導加算」を見

直し、個別のリハビリテーション実施計画の策定等、一連のリハビリテー

ションプロセスの実施や、多職種協働による短期・集中的なリハビリテー

ション等を評価する。 
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リハビリテーション 

マネジメント加算 25 単位／日 
リハビリテーション計画加算 

480 単位／月  

日常動作訓練指導加算 

300 単位／月 

 

 
短期集中リハビリテーション実

施加算（入所後３ヶ月以内） 

60 単位／日
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 リハビリテーション体制強

化加算※（新設） 
35 単位／回 

 

 
※算定要件  
  理学療法Ⅰ、作業療法又は言語聴覚療法を算定している施設が、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士を１名以上加配した場合に算定できる。  

 

② 理学療法、作業療法、言語聴覚療法の見直し 

維持期のリハビリテーションの特性に応じた体制等を評価する観点か

ら理学療法（Ⅰ）、作業療法（Ⅰ）、言語聴覚療法（Ⅰ）を廃止し、報酬区

分を見直す。 

 

（理学療法） 

 

 

 

 

理学療法（Ⅰ）250 単位／１回 

理学療法（Ⅱ）180 単位／１回 

理学療法（Ⅲ）100 単位／１回 

理学療法（Ⅳ） 50 単位／１回 

（廃止） 

理学療法（Ⅰ）180 単位／１回 

理学療法（Ⅱ）100 単位／１回 

理学療法（Ⅲ） 50 単位／１回 
 

（作業療法） 

 
作業療法（Ⅰ）250 単位／１回 

作業療法（Ⅱ）180 単位／１回 

（廃止） 

作業療法     180 単位／１回 
 

 

（言語聴覚療法） 

 

 言語聴覚療法（Ⅰ）250 単位／１回 

言語聴覚療法（Ⅱ）180 単位／１回 

（廃止） 

言語聴覚療法 180 単位／１回  

 

③ 療養環境の改善 

療養環境減算については、減算率を拡大するとともに、一定の療養環境

を満たさない施設については、現行の経過措置を廃止する。 

 

 



 

 
（指定対象からはずす時期） 

▲ 25 単位 

▲ 85 単位（平成２０年４月） 

▲115 単位（平成１９年４月） 

▲ 60 単位（平成２０年４月） 

▲100 単位（平成１９年４月） 
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療養病床療養環境減算Ⅰ ▲ 15 単位 

療養病床療養環境減算Ⅱ ▲ 75 単位 

療養病床療養環境減算Ⅲ ▲105 単位 

診療所療養病床療養環境減算Ⅰ ▲ 50 単位 

診療所療養病床療養環境減算Ⅱ ▲ 90 単位 

 

 

 

 

ウ 医療保険との機能分担、医療法改正に伴う見直し 

① 重度療養管理加算の見直し 

医療保険との機能分担を図る観点から、常時医学的な管理が必要な状態

にある者に対する加算である重度療養管理加算（120 単位／日）について

は、平成２１年３月３１日をもって廃止する。 

 

② 老人性認知症疾患療養病床の見直し 

医療法改正による精神病床の看護配置の見直しに係る経過措置が終了

することに伴い、看護配置の評価の見直しを行う。 
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（指定基準に係るその他の主な見直しの内容） 

 

 

 

介護予防サービス 

（１）介護予防訪問介護入浴 

○人員基準上、介護職員を１以上とする。それ以外の基準は、現行の居宅サービ

スの基準と同様とする。 

 

（２）介護予防支援 

○人員の基準に保健師等の担当職員を位置付け、公正中立かつ利用者の自立に向

けた目標指向型の計画を策定するよう規定する。 

 

 

居宅サービス 

（１）共通事項 

○非常災害への対策として、必要な設備を設けること、通報及び連携体制を整備

すること等の所要の規定を追加する。（訪問系サービス以外の全てのサービス類

型に共通） 

 

（２）訪問介護 

○サービス提供責任者の責務を明確にする改正を行う。 

 

（３）訪問看護 

○訪問看護ステーションの人員の基準に、言語聴覚士を追加する。 

 

（４）訪問リハビリテーション 

○人員の基準に、言語聴覚士を追加する。 

 

（５）居宅療養管理指導 

○医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針として、指定居宅介護支

援事業者に対する情報提供については、原則としてサービス担当者会議に参加

し行うこととすること、参加ができない場合には、原則として文書により行う

こと等の規定を追加する。 
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（６）通所介護 

○医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者等を対象とした「指定療養

通所介護」に関する基準を新たに設ける。 

 

（７）短期入所療養介護 

○老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の事業所における看護職員の人員配置

に関する経過措置を規定どおり平成１８年２月２８日までとする。 

○介護報酬上の療養環境減算のそれぞれの廃止に対応して、設備基準に関する経

過措置を改正する。 

 

（８）特定施設入居者生活介護 

○特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等を自

ら行い、介護サービスは他の委託事業者が提供する「外部サービス利用型特定

施設入居者生活介護」に関する基準を新たに設ける。 

 

（９）福祉用具貸与 

○居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由が記載され、当該理由について

定期的に検証されるよう、必要な措置を行うことの規定を追加する。 

 

（１０）特定福祉用具販売 

○新たに指定基準を創設し、適切な福祉用具の選定が行われるよう人員の基準に

福祉用具専門相談員を位置付ける。 

 

居宅介護支援 

○介護支援専門員 1人当たりの標準担当件数を５０件から３５件に改正する。 

○居宅サービス計画を新規に作成した場合等については、原則としてサービス担

当者会議を開催するよう改正を行う。 

○管理者を介護支援専門員でなければならないこととする。（既存事業所について

は、施行後１年間は介護支援専門員でない者を充てることができる旨の経過措

置を置く。） 

 

介護保険施設 

（１）三施設共通 

○感染症対策体制の徹底、介護事故発生の防止、褥瘡の防止等、施設サービスの

質を向上させるため、運営基準に所要の規定を追加する。 
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○ユニット型施設について、質の高い個別ケアを推進する観点から、職員配置基

準について所要の規定を追加する。 

 

（２）介護老人福祉施設 

○医師、生活相談員、介護支援専門員及び管理者について、サテライト型居住施

設との連携に対応した所要の規定を整備する。 

 

（３）介護老人保健施設 

 ○在宅復帰支援型介護老人保健施設（小規模介護老人保健施設）の人員・施設等

の基準について所要の緩和措置を規定する。 

○病床転換による介護老人保健施設に係る経過措置の延長を行う。 

 

（４）介護療養型医療施設 

○介護報酬上の療養環境減算のそれぞれの廃止に対応して、設備基準に関する経

過措置を改正する。 











別紙３ 

介護療養型老人保健施設における介護報酬等 
の見直しに係る諮問について 

 

Ⅰ これまでの経過 
 

 ○ 昭和４８年の老人医療費無料化以降、病院が高齢者介護の受け皿となる、

いわゆる「社会的入院」の問題と関連して、療養病床の問題は３０年来の懸

案となっていた。 

  

○ 療養病床の在り方については、医療提供体制の視点、利用者の視点、費用

負担者の視点から、医療保険・介護保険の両面にわたって患者の状態に即し

た施設の機能分担を図るため、医療の必要度に応じた再編成を進めることと

し、平成１８年６月に可決・成立した「健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）」において、介護保険適用の療養病床である介

護療養型医療施設を、平成２３年度末をもって廃止することとされた。また、

同法附則では、介護老人保健施設等における入所者に対する医療提供の在り

方について、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から

検討を行い、必要な措置を講ずる旨規定された。 

 

○ これを踏まえ、平成１８年９月に設置された「介護施設等の在り方に関する

委員会」において、療養病床再編成の受け皿としての介護老人保健施設等の在

り方等について議論が行われた。平成１９年６月に取りまとめられた同委員会

の報告では、療養病床から転換した介護老人保健施設については、入所者

に引き続き適切な医療サービスを提供する必要があることから、看取りや

夜間の看護対応等既存の介護老人保健施設に付加すべき機能について、必

要な医療職の配置の在り方とその適切な裏打ちとなる介護報酬の在り方を

検討し、平成１９年度中に提示すべきとされた。 

 

○ この報告を受け、社会保障審議会介護給付費分科会においては、療養病床
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転換の当事者である医療機関や保険者である自治体関係者に対するヒアリン

グを合わせて、５回にわたり、療養病床から転換した介護老人保健施設にお

ける評価の在り方等について議論を行ってきたところである。 

 

 

Ⅱ 諮問の内容 

 

１．基本的な考え方 

 

（１） 療養病床から介護老人保健施設への転換を促進するため、以下の改正を

行う。 

① 療養病床から転換した介護老人保健施設（以下「介護療養型老人保健

施設」という。）であって、夜間対応に要する看護職員を確保すること

等の要件を満たしたものについて、新たな施設サービス費を創設する。 

② 介護療養型老人保健施設の療養室１床当たりの面積の基準について、

一定要件下で経過措置を延長する。 

 

（２） 療養病床から転換する医療機関の選択肢を拡大する観点から、以下の改

正を行う。 

① 本体施設からの支援を受ける小規模施設であるサテライト型施設にお

いて、より効率的な経営を可能とするため、本体施設とサテライト型施

設の新たな組合せを認めるなどの基準の緩和を行う。 

② 小規模介護老人保健施設において、介護給付の算定日数上限を撤廃す

るとともに、医療機関併設型小規模介護老人保健施設における人員の基

準の緩和を行う。 

 

（３） 療養病床から介護老人保健施設への転換を促進するための経過的な施設

類型である経過型介護療養型医療施設について、療養病床の円滑な転換を

支援する観点から、既存の経過型介護療養型医療施設と看護職員配置が異

なる新たな施設サービス費を創設する。 
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２．具体的な改正内容 

 

 介護療養型老人保健施設における介護報酬の見直し  

（１） 介護療養型老人保健施設において、以下の施設基準を満たすもののうち、 

・ 夜勤を行う看護職員を配置（※１）している施設については、「介護保健

施設サービス費(Ⅱ)」を、 

・ 看護職員により、又は医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連

携により、夜勤時間帯を通じて、連絡体制を整備し、かつ、必要に応じ

て診療の補助を行う体制を整備している施設については、「介護保健施設

サービス費(Ⅲ)」（※２）を、 

新たに創設する。 
 

【新たな施設サービス費を算定するための施設基準】 

・ 平成１８年７月１日から平成２４年３月３１日までの間に病床の転換を行って開設した介

護老人保健施設であること。 

・ 算定日が属する月の前１２月間における新規入所者のうち、｢医療機関｣から入所した者の

割合と｢家庭｣から入所した者の割合の差が、３５％以上であることを標準とすること。(※３)

・ 算定日が属する月の前３月間において、 全入所者のうち｢経管栄養｣若しくは｢喀痰吸引｣

を実施している者の割合が１５％以上又は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」にお

けるランクＭに該当する者の割合が２０％以上であること。  
（※１） 入所者の数を４１で除して得た数以上の看護職員を配置していること。 
（※２） 「介護保健施設サービス費(Ⅲ)」は入所者４０人以下の施設のみ算定可。 
（※３） 平成２０年４月以降の入所者について、平成２１年４月から適用することとし、「標

準」の具体的な考え方については、介護療養型老人保健施設における医療機関からの入

所の実態等を基に、平成２１年４月までに検討することとする。 
 
（参考）介護療養型老人保健施設に適用される新たな施設サービス費 

【介護保健施設サービス費(Ⅱ)】 

介護保健施設サービス費(ⅰ) (従来型個室) 

ａ 要介護１                      703 単位

ｂ 要介護２                      786 単位

ｃ 要介護３                      860 単位

ｄ 要介護４                      914 単位

ｅ 要介護５                      967 単位

介護保健施設サービス費(ⅱ) (多床室) 

ａ 要介護１                      782 単位

ｂ 要介護２                      865 単位

ｃ 要介護３                      939 単位

ｄ 要介護４                      993 単位

ｅ 要介護５                    1,046 単位

【介護保健施設サービス費(Ⅲ)】 

介護保健施設サービス費(ⅰ) (従来型個室) 

ａ 要介護１                     703 単位

ｂ 要介護２                     780 単位

ｃ 要介護３                     833 単位

ｄ 要介護４                     887 単位

ｅ 要介護５                     940 単位

介護保健施設サービス費(ⅱ) (多床室) 

ａ 要介護１                     782 単位

ｂ 要介護２                     859 単位

ｃ 要介護３                     912 単位

ｄ 要介護４                     966 単位

ｅ 要介護５                   1,019 単位
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（２） （１）と同様の要件を満たすユニット型の介護療養型老人保健施設につ

いても、施設サービス費を新たに創設する。 
 
＜加算＞ 

○ （１）又は（２）の施設サービス費を算定する介護療養型老人保健施設

については、入所者に適切な医療等を提供する観点から、 
① 入所者を一定の要件下で看取った場合の評価 

② 入所者の個別ニーズに応じた適切な医学的管理を行った場合の評価 

③ 療養病床での介護体制（４：１）を維持した場合の評価（※）

として新たに以下の加算を創設する。 
・ ターミナルケア加算 
・ 特別療養費 
・ 療養体制維持特別加算（介護職員の配置（４：１）を評価）（※）

 
（※） 今後、介護療養型老人保健施設の入所者の介護ニーズについて実態を把握し、介護療

養型医療施設からの転換が終了する平成２４年４月以降の対応を検討することとする。 

 
 介護療養型老人保健施設における基準の緩和  

（１） 現行の療養室の面積基準に係る経過措置が終了する平成２４年４月以降

についても、平成１８年７月１日以後に新築又は大規模な改修等の工事に

着手していない療養病床を転換した介護療養型老人保健施設の療養室は、

次の新築又は大規模の改修等を行うまでの間に限り、引き続き、経過措置

(※)（６．４㎡以上／床）を認める。 

 本則の設備基準 
療養病床における病室面積      → ６．４㎡以上／床 
介護老人保健施設における療養室面積 → ８  ㎡以上／床 

 
 

（※） 平成２４年４月以降は、８㎡以上／床に対応している施設との均衡に配慮した評価を

行う。ただし、療養室が談話室に近接して設けられているものにあっては、次の新築又

は大規模な改修等までの間、談話室の面積を療養室の定員数で除した面積を加えたもの

が８㎡／床を満たしていることでよいこととする。  
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（２） 介護療養型老人保健施設における 

・ 建物の耐火構造に係る基準 

・ 建物内の直通階段及びエレベーターの設置に係る基準 

については、次の新築又は大規模な改修等までの間、転換前の病院又は診

療所の基準と同様でよいこととする経過措置を創設する。 

 

 サテライト型施設における基準の緩和等  

（１） 本体施設の設置者により設置され、本体施設からの支援を受け、本体施

設とは別の場所で運営される２９人以下の施設であるサテライト型施設に

ついて、以下の措置を講じる。 
・ 医療機関を本体施設とするサテライト型小規模介護老人保健施設及び

サテライト型の地域密着型特定施設（※）の設置を認める。 
また、本体施設である医療機関が人員に関する基準を満たしているこ

とを前提に、本体施設の医師、栄養士又は介護支援専門員により、サテ

ライト型施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、当

該サテライト型施設におけるこれらの職員を置かないことができる。 
・ 介護老人保健施設を本体施設とするサテライト型の地域密着型特定施

設（※）の設置を認める。 
また、本体施設である介護老人保健施設が人員に関する基準を満たし

ていることを前提に、本体施設の医師、支援相談員、理学療法士若しく

は作業療法士、栄養士又は介護支援専門員により、サテライト型施設の

入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該サテライト型

施設におけるこれらの職員を置かないことができる。 
 

（※） 本体施設の設置主体が地方公共団体等の場合は、サテライト型の地域密着型介護老人

福祉施設の設置も認める。 

 

（２） 本体施設である介護老人保健施設の管理者は、サテライト型の地域密着

型特定施設の職務を兼務することができる。本体施設の設置主体が地方公

共団体等の場合にあっては、サテライト型の地域密着型介護老人福祉施設

においても同様とする。 
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（３） 地域密着型特定施設における看護職員及び介護職員のうち、それぞれ１

名以上は常勤でなければならない。ただし、サテライト型の地域密着型特

定施設については、それぞれ常勤換算方法で１名以上でよいこととする。 

 

 小規模介護老人保健施設における基準の緩和等  

（１） 小規模介護老人保健施設における介護報酬の１８０日の算定日数上限を

撤廃する。 

 

（２） 医療機関併設型小規模介護老人保健施設における支援相談員及び介護支

援専門員に係る人員に関する基準について、当該施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、実情に応じた適当数でよいこととす

る。 

 

 介護療養型医療施設における経過措置の追加  

（１） 平成２４年３月３１日までの経過的な施設類型である経過型介護療養型

医療施設（療養病床を有する病院に限る。）について、看護職員の配置に

係る人員に関する基準が異なる新たな施設サービス費を創設する。 
（従来型の人員に関する基準） 
・ 医師の配置は２名以上。 
・ 看護職員配置８：１以上、介護職員配置４：１以上。 

（新類型の人員に関する基準） 
・ 医師の配置は２名以上。 
・ 看護職員の配置は６：１以上、介護職員の配置は４：１以上。 

 

（２） 経過型介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）について、

ユニット型の施設サービス費を創設することとし、当該施設サービス費を

算定するための人員及び設備に関する基準を以下のとおりとする。 
（人員に関する基準） 

・ 医師の配置は２名以上。 

・ 看護職員の配置は６：１以上、介護職員の配置は４：１以上。 
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（設備に関する基準） 

・ 廊下幅の基準について、既存の経過型介護療養型医療施設と同様の

緩和措置を講じる。 

 

 

 短期入所療養介護（介護給付・予防給付）における見直し等  

（１） 短期入所療養介護（介護給付・予防給付）においても、 
① 介護療養型老人保健施設における介護報酬の見直し、 
② 介護療養型医療施設における経過措置の追加 
について、同様の見直しを行う。 
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介護給付費実態調査 平成20年4月審査分
（単位：千単位）

総数 総数
訪問介護 4 812 970 居宅療養管理指導  236 163

身体介護 2 027 154  82 248
身体介護・生活援助 1 746 997  63 420
生活援助  946 823  3 330
通院等乗降介助  71 078   56
特別地域訪問介護加算  20 527  46 919

訪問入浴介護  429 207   455
看護・介護職員  424 801 管理栄養士   947
介護職員のみ  2 815 歯科衛生士等  38 788
特別地域訪問入浴介護加算  1 591 特定施設入居者生活介護 1 767 617

訪問看護  983 622 特定施設入居者生活介護 1 633 055
訪問看護ステーション  872 432 個別機能訓練加算（再掲）  6 551
病院又は診療所  37 503 外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護  119 421
特別地域訪問看護加算  3 022 夜間看護体制加算  15 140
緊急時訪問看護(ステーション)  54 457 居宅介護支援 2 033 106
緊急時訪問看護(医療機関）  2 199 居宅介護支援 2 031 643
特別管理加算  13 165 特定事業所集中減算（再掲） △  10 535
ターミナルケア加算   844 初回加算（再掲）  22 105

訪問リハビリテーション  111 343 特定事業所加算（再掲）  5 488
病院又は診療所  98 241 夜間対応型訪問介護  4 868

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（再掲）  3 277 夜間対応型訪問介護Ⅰ（基本）  2 195
介護老人保健施設  9 933 　　　　　　　　　　　　　　　（定期巡回）  2 026

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（再掲）   363 　　　　　　　　　　　　　　　（随時訪問）   556
短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算  3 169 夜間対応型訪問介護Ⅱ   91

通所介護 6 461 766 認知症対応型通所介護  494 215
小規模型事業所 1 390 296 認知症対応型通所介護（Ⅰ）  469 983
通常規模型事業所 4 665 284 認知症対応型通所介護（Ⅱ）  3 659
療養通所介護  3 045 個別機能訓練加算  4 412
個別機能訓練加算  106 769 入浴介助加算  15 700
入浴介助加算  287 966 栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算   14
若年性認知症ケア加算   132 口腔機能向上加算   447
栄養マネジメント加算   266 小規模多機能型居宅介護  334 044
口腔機能向上加算  7 065 小規模多機能型居宅介護  332 407

通所リハビリテーション 2 687 296 初期加算  1 636
通常規模の医療機関  881 173 認知症対応型共同生活介護 3 505 126
小規模診療所  77 671 認知症対応型共同生活介護 3 406 450
介護老人保健施設 1 457 912 短期利用共同生活介護  1 322
入浴介助加算  103 643 初期加算  3 039
訪問指導等加算（老健のみ）   289 医療連携体制加算  94 300
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算  46 835 地域密着型特定施設入居者生活介護  25 262
短期集中リハビリテーション実施加算  116 794 地域密着型特定施設入居者生活介護  25 078
若年性認知症ケア加算   29 個別機能訓練加算（再掲）   103
栄養マネジメント加算   326 夜間看護体制加算   184
口腔機能向上加算  1 857 地域密着型介護福祉施設ｻｰﾋﾞｽ  77 790

福祉用具貸与 1 327 103 地域密着型介護福祉施設  12 022
福祉用具貸与 1 326 967 ﾕﾆｯﾄ型地域密着型介護福祉施設  53 934
特別地域福祉用具貸与加算   136 経過的地域密着型介護福祉施設  6 313

短期入所生活介護 2 257 999 旧措置経過的地域密着型介護福祉施設   149
単独型  277 953 ﾕﾆｯﾄ型経過的地域密着型介護福祉施設  2 508
併設型 1 393 280 ﾕﾆｯﾄ型旧措置経過的地域密着型介護福祉施設 -
単独型ユニット型  119 162 身体拘束廃止未実施減算 -
併設型ユニット型  320 781 重度化対応加算   527

機能訓練体制加算部分（再掲）  13 348 準ﾕﾆｯﾄｹｱ加算   9
送迎加算  102 569 個別機能訓練加算   300
管理栄養士配置加算  21 168 常勤医師配置加算   41
栄養士配置加算  6 009 精神科医療養指導加算   48
療養食加算   959 障害者生活支援体制加算 -
緊急短期入所ﾈｯﾄﾜｰｸ加算   52 外泊時費用   222
夜間看護体制加算  15 997 初期加算   134
在宅中重度受入加算   67 退所前後訪問相談援助加算 -

短期入所療養介護  433 451 退所時相談援助加算   1
介護老人保健施設  356 103 退所前連携加算   1
ユニット型介護老人保健施設  13 558 管理栄養士配置加算   587
特定介護老人保健施設   67 栄養士配置加算   270
病院療養病床  29 735 栄養マネジメント加算   480
病院療養病床経過型   8 経口移行加算   4
ユニット型病院療養病床   23 経口維持加算   16
特定病院療養病床   8 療養食加算   199
診療所療養病床  5 856 看取り介護加算   22
ユニット型診療所療養病床 - 在宅復帰支援機能加算 -
特定診療所療養病床   9 在宅・入所相互利用加算 -
認知症疾患型   441 小規模拠点集合型施設加算 -
認知症疾患型経過型 - 注 ： １ 事業所からの請求時点の数値を集計している。
ユニット型認知症疾患型 - ２ 太枠内は基本算定項目である。
特定認知症対応型 - ３ 短期入所療養介護には、「特定治療」「特定診療費」を含まない。
基準適合診療所  3 720
特定基準適合診療所 -
緊急時治療管理（老健のみ）   65 ５ 総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。
病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）（病院のみ） △   119
病院療養病床療養環境減算（Ⅱ）（病院のみ） △   186
病院療養病床療養環境減算（Ⅲ）（病院のみ） △   2
医師配置減算（病院のみ） △   10
診療所療養病床療養環境減算（Ⅰ）（診療所のみ） △   76
診療所療養病床療養環境減算（Ⅱ）（診療所のみ） -
送迎加算  16 722
管理栄養士配置加算  4 757
栄養士配置加算   198
療養食加算  1 397
緊急短期入所ﾈｯﾄﾜｰｸ加算   3

介護サービス算定実績（居宅サービス・地域密着型サービス）

４ 介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスには、
  「特定治療」「特定診療費」を含まない。

医師又は歯科医師（Ⅰ）
医師又は歯科医師（Ⅱ）

薬
剤
師

（Ⅰ）医療機関
（Ⅰ）医療機関・特別薬剤加算
（Ⅱ）薬局
（Ⅱ）薬局・特別薬剤加算



介護給付費実態調査 平成20年4月審査分
（単位：千単位）

総数 総数
介護福祉施設サービス  10 929 677 介護療養施設サービス 3 945 436

 6 993 685 療養型 3 577 652
  112 278 療養型経過型   27 052

 1 942 983 ユニット型療養型   7 134
  29 692 診療所型  133 405

 1 247 183 ユニット型診療所型 -
  18 402 認知症疾患型  134 800
  62 721 認知症疾患型経過型 -

  372 ユニット型認知症疾患型 -
身体拘束廃止未実施減算 △   149 身体拘束廃止未実施減算 △   104
重度化対応加算   87 774 病院療養病床療養環境減算 △  15 504
準ﾕﾆｯﾄｹｱ加算   372 病院療養病床療養環境減算 △  9 246
個別機能訓練加算   70 764 病院療養病床療養環境減算 △  1 243
常勤医師配置加算   6 817 医師配置減算（病院のみ） △  1 057
精神科医療養指導加算   18 725 診療所療養病床療養環境減 △  3 540
障害者生活支援体制加算   1 805 診療所療養病床療養環境減 △   9
外泊時費用   34 222 療養経過型試行的退院サー -
初期加算   9 170 外泊時費用    364
退所前後訪問相談援助加算   5 初期加算   2 824
退所時相談援助加算   6 他科受診時費用   1 260
退所前連携加算   9 退院前後訪問指導加算    32
管理栄養士配置加算   124 614 退院時指導加算    171
栄養士配置加算   19 855 退院時情報提供加算    188
栄養マネジメント加算   114 096 退院前連携加算    111
経口移行加算   337 老人訪問看護指示加算    15
経口維持加算   1 636 管理栄養士配置加算   35 390
療養食加算   28 843 栄養士配置加算   1 334
看取り介護加算   2 479 栄養マネジメント加算   31 864
在宅復帰支援機能加算   16 経口移行加算    851
在宅・入所相互利用加算   16 経口維持加算    574

介護保健施設サービス  8 679 049 療養食加算   20 921
介護保健施設  7 794 854 在宅復帰支援機能加算    165
小規模介護保健施設   3 250
ユニット型介護保健施設   300 057 注 ： １ 事業所からの請求時点の数値を集計している。
ユニット型小規模介護保健施設   770 ２ 太枠内は基本算定項目である。
身体拘束廃止未実施減算 △   140 ３ 短期入所療養介護には、「特定治療」「特定診療費」を含まない。
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算   179 017
短期集中リハビリテーション実施加算   15 142
認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算   826 ５ 総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。
認知症専門病棟加算   93 429
外泊時費用   4 137
試行的退所費用   22
初期加算   14 267
退所前後訪問指導加算   431
退所時指導加算   1 939
退所時情報提供加算   2 407
退所前連携加算   2 090
老人訪問看護指示加算   43
管理栄養士配置加算   103 350
栄養士配置加算   4 616
栄養マネジメント加算   98 549
経口移行加算   600
経口維持加算   1 561
療養食加算   51 203
在宅復帰支援機能加算   1 223
緊急時施設療養管理   2 804

４ 介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスには、
　「特定治療」「特定診療費」を含まない。

介護サービス算定実績（施設サービス）

介護福祉施設
小規模介護福祉施設
ユニット型介護福祉施設
ユニット型小規模介護福祉施設
旧措置介護福祉施設
小規模旧措置介護福祉施設
ユニット型旧措置介護福祉施設
ユニット型小規模旧措置介護福祉施設



介護給付費実態調査 平成20年4月審査分
単位数

（単位：千単位）
単位数

（単位：千単位）
総数 総数

介護予防訪問介護　**  741 712 介護予防居宅療養管理指導  17 031
介護予防訪問介護 **  738 500 医師又は歯科医師（Ⅰ）  5 687
特別地域介護予防訪問介護加算 **  3 212 医師又は歯科医師（Ⅱ）  4 318

介護予防訪問入浴介護  1 426 （Ⅰ）医療機関   245
介護予防訪問入浴介護  1 414 （Ⅰ）医療機関・特別薬剤加算   5
特別地域介護予防訪問入浴介護加算   12 （Ⅱ）薬局  4 467

介護予防訪問看護  58 404 （Ⅱ）薬局・特別薬剤加算   6
訪問看護ステーション  51 879 管理栄養士   69
病院又は診療所  2 479 歯科衛生士等  2 233
特別地域訪問看護加算   218 介護予防特定施設入居者生活介護**  203 707
緊急時訪問看護加算(ステーション)  3 081 特定施設入居者生活介護 **  196 092
緊急時訪問看護加算(医療機関）   159 個別機能訓練加算（再掲） **  1 356
特別管理加算   589 外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護**  7 615

介護予防訪問リハビリテーション *  13 433 介護予防支援**  299 538
病院又は診療所 *  11 818 介護予防支援**  299 538

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（再掲） *   387 初回加算（再掲）**  7 698
介護老人保健施設 *  1 474 介護予防認知症対応型通所介護  3 090

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（再掲） *   55 介護予防認知症対応型通所介護（Ⅰ）  2 919
短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 *   142 介護予防認知症対応型通所介護（Ⅱ）   42

介護予防通所介護 ** 1 051 174 入浴介助加算 *   98
介護予防通所介護 ** 1 011 668 個別機能訓練加算 *   29
アクティビティ実施加算 **  9 096 栄養改善加算   0
運動器機能向上加算 **  29 356 口腔機能向上加算   2
栄養改善加算 **   26 介護予防小規模多機能型居宅介護 **  12 568
口腔機能向上加算 **   678 介護予防小規模多機能型居宅介護 **  12 397
事業所評価加算 **   350 初期加算 *   171

介護予防通所リハビリテーション **  458 307 介護予防認知症対応型共同生活介護 *  22 042
介護予防通所リハビリテーション **  439 356 介護予防認知症対応型共同生活介護 *  21 962
運動器機能向上加算 **  18 501 介護予防短期利用共同生活介護 *   10
栄養改善加算 **   27 初期加算 *   69
口腔機能向上加算 **   148 注：１ 事業所からの請求時点の数値を集計している。
事業所評価加算 **   275 ２ 太枠内は基本算定項目である。

介護予防福祉用具貸与 *  67 589 ３
介護予防福祉用具貸与 *  67 582
特別地域福祉用具貸与加算*   8 ４ *は日数、**は件数を集計している。

介護予防短期入所生活介護 *  30 084 ５ 介護予防短期入所療養介護には、「特定治療」「特定診療費」を含まない。
単独型 *  3 637 ６ 総数には、月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含む。
併設型 *  16 713
単独型ユニット型 *  1 746
併設型ユニット型 *  5 141

機能訓練体制加算部分（再掲） *   230
送迎加算  2 349
管理栄養士配置加算 *   379
栄養士配置加算 *   110
療養食加算 *   10

介護予防短期入所療養介護 *  6 943
介護老人保健施設 *  5 746
ユニット型介護老人保健施設 *   380
病院療養病床 *   275
病院療養病床経過型 * -
ユニット型病院療養病床 *   3
診療所療養病床 *   86
ユニット型診療所療養病床 * -
認知症疾患型 * -
認知症疾患型経過型 * -
ユニット型認知症疾患型 * -
基準適合診療所 *   23
病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）（病院のみ）* △   2
病院療養病床療養環境減算（Ⅱ）（病院のみ）* △   5
病院療養病床療養環境減算（Ⅲ）（病院のみ）* -
医師配置減算（病院のみ）*   0
送迎加算   315
管理栄養士配置加算 *   97
栄養士配置加算 *   4
療養食加算 *   23
緊急時治療管理（老健のみ） *   1

薬
剤
師

介護予防サービス算定実績

回数、日数、件数の各サービスの計は、基本算定項目（太枠内）を計上した
値である。


